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 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

国民健康保険に関する事務　全項目評価書

評価書番号

3

  令和6年12月6日

江戸川区は、国民健康保険に関する保険給付の支給、保険料の徴収等
の事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、特定個人情報
ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしか
ねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリ
スクを軽減させる為に適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

東京都江戸川区長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項 なし
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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１．資格・賦課関連業務（※「（別添１）事務の内容」を参照）
①国民健康保険加入者を世帯ごとに編成し、被保険者台帳を作成
②住民基本台帳の異動、加入保険の変更等による国民健康保険資格取得又は喪失に係る届出、各種
通知、職権確認等に基づく資格の取得喪失管理
③資格情報通知書または資格確認書及び高齢受給者証の発行（再発行申請含む）
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができる者に対し、資格情報通知書
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある者に対し、申請に基づ
き資格確認書を発行する。
(当分の間、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある者に対して、
申請によらず職権で資格確認書の交付を行うことができる。)。
④国民健康保険加入者等の賦課関係情報を取得若しくは申告により入手し、賦課台帳を作成。賦課台
帳の内容に基づき、国民健康保険料を決定、変更及び対象世帯の世帯主へ通知
⑤国民健康保険料の減免等に関する申請による国民健康保険料の決定
⑥高齢受給者証発行対象者の所得関連情報を取得し、窓口負担割合を判定
⑦国民健康保険資格情報を庁内の各システムへ連携
⑧国民健康保険関係情報を中間サーバーへ提供又は照会

２．給付関連業務（※「（別添１）事務の内容」を参照）
①医療機関から提供される診療報酬明細書（以下この評価書において「レセプト」という。）をもとに医療
機関への支払
②該当者からの申請により各種給付（療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、
葬祭費及び結核・精神医療給付金）の申請受付及び支払
③被保険者からの申請に基づき、所得区分に応じた限度額適用認定証等を交付、発送
④災害や失業等の特別な理由により支払が困難な被保険者からの申請をうけ、調査を行い、結果に基
づき一部負担金の減額又は免除の決定
⑤交通事故等の第三者（加害者）の行為が原因で被保険者（被害者）の医療費を江戸川区が立て替え
た場合、過失割合に応じて第三者（加害者）へ医療費を請求
⑥不当利得による返還の請求
⑦国民健康保険関係情報を中間サーバーへ提供又は照会

３．収納管理関連業務（※「（別添１）事務の内容」を参照）
①国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）（以下この評価書において「国保法」という。）に基づき賦
課された国民健康保険料の収納情報の管理
②過納金もしくは誤納金が生じた場合、還付・充当通知書の出力、納付義務者への通知
③国保法、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき、納期限までに完納しない納付義務者に対し
督促状の送付
④国保法、地方税法、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号） に基づき、国民健康保険料を滞納してい
る納付義務者（以下この評価書において「滞納者」という。）に対し、納付交渉、催告、調査、滞納処分等
⑤電話による納付勧奨
⑥国民健康保険関係情報を中間サーバーへ照会

※申請・届出の受理については、マイナポータルの「サービス検索・電子申請機能」により申請された電
子申請データを「申請管理システム」により、国民健康保険システムに取り込む場合を含む。

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民健康保険に関する事務

 ②事務の内容　※
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４．オンライン資格確認等システムに係る資格履歴管理事務、機関別符号の取得等事務（以下この評
価書において「オンライン資格確認業務」という。）（※「（別添１）事務の内容」を参照）
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年
法律第９号）により、オンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたこと、他の医療保険者等と共同し
て｢被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用また
は提供に関する事務｣を｢国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金
(以下この評価書において｢支払基金｣という。)｣（以下この評価書において「支払基金等」という。）に委
託することができる旨の規定が国保法第１１３条の３第１項及び第２項に盛り込まれていることを踏ま
え、オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供に係る加入者等の資格履歴情報の管理、機
関別符号の取得、及び一部の情報提供について共同して支払基金等に委託することとし、東京都国民
健康保険団体連合会（以下この評価書において「国保連」という。）から再委託を受けた国民健康保険
中央会(以下この評価書において｢国保中央会｣という。)及び支払基金（以下この評価書において「取り
まとめ機関」という。）が、医療保険者等向け中間サーバー等の運営を共同して行う。
①オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、国保連から委託を受け
た国保中央会が、江戸川区からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履
歴管理事務｣を行うために、江戸川区から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、国保連を経
由して医療保険者等向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の提供を行う。
②オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、支払基金が江戸川区
からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務｣を行うため
に、情報提供等記録開示システムの自己情報表示業務機能を利用して、江戸川区から提供した被保
険者資格情報とオンライン資格確認等システムで管理している情報とを紐付けるために機関別符号の
取得並びに紐付け情報の提供を行う。

 ③対象人数 [ 30万人以上

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]
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国民健康保険法に基づく保険給付の支給、保険料の徴収等を管理するシステム（以下この評価書にお
いて「国保システム」という。）で、以下４つのシステムで構成されている。
・保険料賦課システム
・資格管理システム
・給付システム
・保険料収納システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

 ①システムの名称 国民健康保険システム

 ②システムの機能

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 保険料賦課システム

 ②システムの機能

１．照会
：国への報告資料の課税状況調べ、都道府県への報告資料の保険基盤安定など各種報告資料を作成
する。

２．申請受付
：減免申請などを受け付ける。※減免は、減免額・減免率・期別減免額の3パターン。
減免世帯に対して、更正が発生した場合には対象者をリストアップして減免額の再確認を行う。

３．賦課資料入力
：所得・資産などの賦課根拠の情報、介護2号適用除外情報、被扶養者情報および年少被保険者人数
情報の入力を行う。

４．更正決議
：月次に行う一括更正、入力誤り等に対応するための即時更正を行う。過年度更正においても、一括・
即時に対応して、増額と減額を分けて決議する。

５．料額試算
：架空の資格状況や所得データを基に賦課額をシミュレーションする。

６．料率試算
：指定した総賦課額から適正な率や金額を求め、複数指定した率や金額から総賦課額を求める。
また、国民健康保険中央会の保険料適正算定システム用にデータを切り出す。

７．当初賦課処理計算
：本算定の当初賦課計算や納付書の作成など、当初賦課に関連する処理を行う。

８．各種帳票の出力
：賦課準備のための各種調査用一覧表や、総賦課額調定表・異動分調定表・増減調定表などの複数の
調定情報の集計表を出力する。

９．国・都道府県への報告資料の作成
：国への報告資料の課税状況調べ、都道府県への報告資料の保険基盤安定など各種報告資料を作成
する。

１０．宛名機能
：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送付先や口座情報の管理、住登外者の登録・修正・削除を行
う。

１１．庁内連携機能
：自庁内の他業務・システムと各種照会情報の連携を行う。
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 資格管理システム

 ②システムの機能

１．照会
：世帯・個人の得喪状況、基準日時点の資格状況、証の発行状況、他業務の情報を照会する。

２．異動処理
：加入・脱退・世帯変更・退職・マル学・マル遠・住所地特例の各資格異動処理から、資格情報通知書ま
たは資格確認書(以下、資格確認書等という)の発行まで行う。

３．資格確認書等発行管理及び保険証利用登録管理
：資格確認書等のほか、高齢受給者証、減額認定証、特定疾病療養受療証などの各証の発行を行う。
また、発行した証の交付回収履歴を一元管理を行う。
：被保険者からマイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。）に係る
利用登録解除の申請書を受け付けた場合は、資格確認書の発行とともに、中間サーバーへ利用登録
の解除依頼を行う。

４．前期高齢者判定
：随時・月次で、前期高齢者判定処理を行う。

５．申請受付
：限度額減額認定申請・基準収入額適用申請・特定疾病認定申請の受け付けと、特定同一世帯所属者
（旧国保被保険者）・旧被扶養者・非自発的失業者の登録を行う。

６．滞納管理
：特別療養費の支給対象者の判断のため、滞納者を抽出して納税相談や納付喚起などの住民とのやり
取りを記録する。

７．資格確認書の一括更新
：資格確認書の有効期限年月日が到来する世帯に資格確認書を出力する。

８．各種一覧表の出力
：年齢到達者一覧、住記異動者一覧、課税区分変更世帯一覧、年金異動確認一覧などを出力する。

９．都道府県への報告資料の作成
：事業月報や証交付状況集計表、外国人国籍別一覧表、年齢別統計表など都道府県に報告する資料
を出力する。

１０．宛名機能
：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送付先や口座情報の管理、住登外者の登録・修正・削除を行
う。

１１．庁内連携機能
：自庁内の他業務・システムと各種照会情報の連携を行う。

○

[ ○ ] その他 （ 資格管理システム、保険料収納システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 給付システム、保険料収納システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 給付システム

 ②システムの機能

１．レセプト管理
：レセプトデータの登録・照会・修正・削除を行う。資格チェック、金額再計算、住民が持参した領収証の
金額でレセプトデータの訂正を行う。

２．申請受付
：高額療養費・療養費・出産・葬祭などの各種申請を受け付ける。高額療養費の貸付や医療機関への
受領委任の申請を行う。

３、照会
：高額療養費など各種申請情報や支払状況を照会する。

４．支払
：口座振替データ（全銀形式）フォーマットでデータを出力する。支払消込、支払日の一括変更を行う。

５．過誤・求償
：過誤調整を依頼するレセプトの管理や、過誤調整依頼書の出力を行う。また、第三者行為、不当利得
の情報を管理する。

６．高額介護合算
：申請受付や、取り込んだ自己負担額情報の照会・補正を行う。

７．国民健康保険連合会データの取り込み
：国民健康保険連合会からのレセプトデータを取り込み、国民健康保険資格情報と照合してチェックを
行う。

８．高額療養費の一括計算
：高額療養費を請求年月単位で一括計算する。支給対象者については、支給申請案内を出力する。

９．各種帳票の発行
：医療費通知、支給決定通知書、各種申請書や、未申請者一覧などを出力する。

１０．都道府県への報告資料の作成
：事業月報C表やF表の出力、退職G表の集計用データを作成する。

１１．宛名機能
：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送付先や口座情報の管理、住登外者の登録・修正・削除を行
う。

１２．庁内連携機能
：自庁内の他業務・システムと各種照会情報の連携を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 資格管理システム ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 保険料収納システム

 ②システムの機能

１．収納状況照会
：宛名･調定･納付･還付など日常業務に必要な情報を照会する。また、証明書･納付書･滞納明細などを
出力する。

２．消込
：消込データの入力･取り込み（OCR･MPN･コンビニなど）･エラーチェック･消込処理を行い、収納日･科
目･納付書種類ごとの日計表や、エラーリストを作成する。

３．還付充当
：過誤納調定に対して還付･充当処理を行い、還付充当通知書（誓約書）･還付充当決議書･支出命令書
などを発行する。

４．口座振替
：口座振替･再振替データの作成や銀行振込依頼書などを作成する。設定により、銀行･委託者･科目･
課ごとの単位で、口座振替データを作成する。

５．督促状・催告書の発行
：督促状、納付書付き督促状、催告書および催告書兼領収書を発行する。

６．各種統計資料などの作成
：月報、収入状況一覧表、国保介護一般退職按分表などの集計表・一覧表を作成する。

７．年度末処理
：繰越対象者一覧、繰越集計表、還付時効一覧などを作成する。繰越処理と同時に、保持期間を経過
した完納期、欠損期分のクリーニングを行う。

８．財務連動
：財務会計システム向けに、収納･充当･還付データを作成する。

９．財産管理
：実態調査や財産調査などの照会書を発行して、調査により判明した債権、不動産、動産などの財産情
報の登録･修正･削除を行う。

１０．滞納処分
：差押、参加差押、交付要求、繰上徴収などの滞納処分情報や、徴収猶予･換価猶予、証券受託、延滞
金減免などの納付猶予情報、納付義務承継情報を登録･修正･取消･削除して滞納処分調書を発行す
る。

１１．公売管理
：不動産、動産などの公売予定や、売却情報などの公売情報を登録･修正･削除して公売帳票を発行す
る。

１２．分納計画
：分割納付情報を登録･修正･削除して分納計画書や分納用納付書を発行する。

１３．執行停止・不納欠損
：執行停止と不納欠損の登録を行う。不納欠損の登録では、時効日が到来した期別を不納欠損として
一括登録する。

１４．宛名機能
：住登者・住登外者の宛名情報の参照、送付先や口座情報の管理、住登外者の登録・修正・削除を行
う。

１５．庁内連携機能
：自庁内の他業務・システムと各種照会情報の連携を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 保険料賦課システム、資格管理システム、給付システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 統合DB

 ②システムの機能

１．住記情報の連携
：住記システムにおいて登録された異動情報を各業務システムに提供する。

２．各種資格情報の連携
：各業務システムにおいて登録された情報を国保システムに提供する。
　国保システムにおいて登録された情報を各業務システムに提供する。

３．特定個人情報の登録
：国保システムから連携された各種特定個人情報を中間サーバーに登録する。

４．情報照会
：国保システムから連携された照会情報に基づき、中間サーバーに対し他情報保有機関への照会を行
い、中間サーバーから提供された特定個人情報を国保システムへ提供する。

５．統合宛名情報の管理
：各業務システムから登録された宛名情報（住登外者を含む）の団体内統合宛名番号の採番及び管理
並びに情報照会及び情報提供に用いる符号の取得状況を管理する。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 福祉システム、国保システム等 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

１．機構への情報照会
：全国サーバーに対して住民票コード、個人番号又は５情報（氏名、氏名カナ、住所、性別、生年月日）
の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。

２．本人確認情報検索：統合端末において入力された５情報の組合せをキーに都道府県知事保存本人
確認情報ファイルを検索し、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能
：符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個
人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。

２．情報照会機能
：情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領（照
会した情報の受領）を行う機能。

３．情報提供機能
：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の
提供を行う機能。

４．既存システム接続機能
：中間サーバーと既存システム、統合DB及び住記システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特
定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機能。

５．情報提供等記録管理機能
：特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。

６．情報提供データベース管理機能
：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。

７．データ送受信機能
：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携するための機能。

８．セキュリティ管理機能
：特定個人情報（連携対象）の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与さ
れている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム（インターフェイ
スシステム）から受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報を管理する機能。

９．職員認証・権限管理機能
：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。

１０．システム管理機能
：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

10



] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 福祉システム

 ②システムの機能

・資格照会
　生活保護受給状況を確認する機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称

国保総合システム及び国保情報集約システム（以下この評価書において「国保総合(国保集約)システ
ム(※)」という。）
※国保総合(国保集約)システムは、国保連に設置される国保総合(国保集約)システムサーバ群と、江
戸川区に設置される国保総合PC及びデータ連携用PCで構成される。
（データ連携用PCは、国保連から機能提供されるファイル自動連携（送受信）機能を搭載した端末であ
り、江戸川区と国保連を専用回線で接続し、通信にはSSL/TLSによる暗号化を実施し、ウイルス対策ソ
フトやファイアウォールの設定によりセキュアな稼働環境を確保している。）

 ②システムの機能

１．資格継続業務(詳細は別添1（１．資格継続業務）を参照)
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　データ連携用PCを用いて、被保険者資格異動に関するデータを江戸川区から国保連へ
　　送信する。
　(2)被保険者情報の受信(国保資格取得喪失年月日連携ファイル、市町村被保険者ID連携ファイル)
　　　都道府県内の市区町村間を転居した場合、転出市区町村と転入市区町村の適用終了日
　　（転出）と適用開始日（転入）の重複・空白期間をチェックする。
　　　また、資格取得年月日や資格喪失年月日の引き継ぎを行い、該当市区町村の国保システムへ
　　被保険者資格データを配信する。（データ連携用PCを設置しない場合には、国保総合システム
　　へ配信する。）

２．高額該当回数の引き継ぎ業務(詳細は別添1（２．高額該当の引き継ぎ業務）を参照)
　(1)継続候補世帯の抽出(継続候補世帯リスト)
　　　データ連携用PCを用いて、世帯継続性の容認に関するデータを転入地市区町村から国保連
　　へ送信する。（データ連携用PCを設置しない場合には、国保総合システムを用いる。）
　(2)継続世帯の確定(継続世帯確定リスト)
　　　転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合には、転出地市区町村から転入地市区町村
　　へ高額該当情報を引き継ぐためのデータ(転出地市区町村高額該当情報データ)を作成し、
　　転入地市区町村の国保総合PCへ当該データを配信する。

３．オンライン資格確認業務に係る医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情
　　報の提供　(詳細は別添1を参照)
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　市区町村の国保総合PCのファイル転送機能(※)を用いて、被保険者資格異動に関するデータを
　　市区町村から国保連へ送信する。
　(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の送信
　　　オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連は、
　　市区町村より受領した被保険者異動情報に関するデータを医療保険者等向け中間サーバー等
　　へ被保険者異動情報を送信する。

※ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合PCのWebブラウザーを用いて、各種ファイルを国保連
の国保総合(国保集約)システムへ送信する機能と、国保連の国保総合(国保集約)システムサーバ内に
格納されている各種ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合PCに配信する機能のことをいう。

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 庁内連携システム

 システム11～15

 システム11

 ①システムの名称 税務システム

 ②システムの機能

・賦課状況確認機能
住民税の賦課状況を確認する機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム12

 ①システムの名称 医療保険者等向け中間サーバー等

 ②システムの機能

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等
を行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシス
テムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台
帳ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能（以下この評価書において
「本人確認事務に係る機能」という。）を有する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りまとめ機関が運営する。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機
能のうち情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能については、｢地方公共団体における情報
連携プラットフォームに係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用するため、「医療保険者等向
け中間サーバー等｣では、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能のう
ち情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わないが、被保険者の基本情報(氏名、生年
月日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否か
を検査する用途に限って、医療保険者等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う。

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又はその一部）、資格情報及び各種証情報（個人番号含
む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する
(※1)。
（ⅱ）被保険者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否か
　　を検査する用途に限って、医療保険者等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う。
（ⅲ）オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供(個人番号を用いないため評価対象外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。

(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能
（ⅰ）機関別符号取得(※2)(評価対象外)
　・医療保険者等からの符号取得要求を受領後、システムの自動処理により、符号取得要求ファイルを
生成し、情報提供サーバーに転送する。
　・支払基金職員が情報提供サーバーアプリケーションを操作することで、情報提供ネットワークシステ
ムから機関別符号を取得し、機関別符号ファイルに格納する。
（ⅱ）情報照会 及び (ⅲ)情報提供（副本情報）(実施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラットフォームに
係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワークシステムと接続するため、
医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。
(ⅳ)情報提供（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提
供）(※2)(評価対象外)
　・マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け付け、システムの自動処理により、運用支援環境
において被保険者等を特定し、資格履歴ファイルからオンライン資格確認等システムで管理している情
報と紐付けるために使用する情報（個人番号は含まない。）を提供する。
※2 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。

(3)本人確認事務に係る機能
(ⅰ)個人番号取得 及び (ⅱ)基本4情報取得(実施しないため評価対象外)
　・市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラットフォームに
係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワークシステムと接続するため、
医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム13

 ①システムの名称 サービス検索・電子申請機能

 ②システムの機能

・【住民向け機能】自ら受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能
・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共
団体へ公開する機能

[ ○ ] その他 （ 国保総合（国保集約）システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム14

 ①システムの名称 申請管理システム

 ②システムの機能

１．申請者特定機能
住記システムと連携し、申請データのシリアル番号を宛名番号に変換することにより申請者の特定を行
う。
２．申請データ連携機能
サービス検索・電子申請機能から申請データを取り込む。
３．ステータス管理機能
申請内容の確認や審査をし、申請のステータスを管理する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ サービス検索・電子申請機能 ）

] 税務システム

 システム16～20
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 ３．特定個人情報ファイル名

１．国保賦課ファイル
２．国保資格ファイル
３．国保給付ファイル
４．国保収滞納ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

１．国保賦課ファイル
・国民健康保険料の決定、更正及び減免に当たって、加入者の所得情報を正確に把握するため。

２．国保資格ファイル
・国民健康保険の資格情報を正確に管理するため。
・オンライン資格確認で被保険者等の資格情報を利用するためには、医療保険者等向け中間サーバー
等において、医療保険者等の加入者等の履歴情報を正確に管理する必要があり、その履歴情報の生
成の際には、同一人であることを正確に把握するために個人番号を用いることから、特定個人情報とし
て国保賦課ファイル、国保資格ファイルを保有するため。

３．国保給付ファイル
・国民健康保険の保険給付を行うに当たって、必要な情報を正確に把握するため。
・オンライン資格確認で被保険者等の資格情報を利用するためには、医療保険者等向け中間サーバー
等において、医療保険者等の加入者等の履歴情報を正確に管理する必要があり、その履歴情報の生
成の際には、同一人であることを正確に把握するために個人番号を用いることから、特定個人情報とし
て国保給付ファイルを保有するため。

４．国保収滞納ファイル
・国民健康保険料の徴収に当たって、各世帯の収納状況を正確に把握するため。
・滞納処分に当たって、各世帯の滞納状況及び各種調査結果等の情報を正確に把握するため。

 ②実現が期待されるメリット

正確な資格・所得情報管理が可能になり、各業務において事務の効率化が図られる。
オンライン資格確認業務においては、オンライン資格確認等システムを通して、資格喪失後の受診に伴
う事務コスト等の解消、高額療養費限度額適用認定証等の発行業務等の削減、被保険者番号の入力
自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしくみを実
現する。
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７
号）（以下この評価書において「番号利用法」という。）第９条第１項及び第２項、別表の44の項並びに番
号利用法別表の主務省令で定める事務を定める命令第２４条
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2項
・住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73の2(J-LIS照会による本人確認)
・江戸川区個人番号の利用に関する条例（平成２７年１０月条例第３０号）（以下この評価書において「条
例」という。）第４条第１項

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

なし

 ②法令上の根拠

・番号利用法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び番号利用法第19条第8号に基づく利用
特定個人情報の提供に関する命令(以下、この評価書で「番号利用法第19条第８号に基づく主務省令」
という)

【番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠】
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄（特定個人
情報）に「医療保険給付関係情報」が含まれる項（２、３、６、１３、４２、４８、５６、６５、６９、８３、８７、１１
５、１２５、１３１、１５８、１６１、１７３の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令による給付の支給を行うこととされている者」の項のうち、第四欄
（特定個人情報）に「他の法令による給付の支給に関する情報」が含まれる項（１３、１６、１９、１１１、１５
８の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者」の項のうち、
第四欄（特定個人情報）に「他の法令により行われる給付の支給に関する情報」が含まれる項（１４５の
項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者」の項の
うち、第四欄（特定個人情報）に「他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報」が含まれる
項（２７、１４１の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者」の項の
うち、第四欄（特定個人情報）に「他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報」が含まれる
項（３８，１３７の項）
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄（特定個人
情報）に「医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関
する情報」が含まれる項（１６４，１６５、１６６の項）

【番号利用法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表における情報照
会の根拠】
・第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による事務」が含
まれる項（６９、７０、７１の項）

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康部　医療保険課

 ②所属長の役職名 医療保険課長
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 （別添1） 事務の内容

別ファイルで添付します。

（備考）
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

別ファイルで添付します。
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 ⑥事務担当部署 江戸川区　健康部　医療保険課

 その妥当性

・識別情報：対象者を正確に特定するために保有する。
・連絡先等情報：世帯主を含む被保険者の現住所や、加入資格情報等を把握するために保有する。
（住登外者についても同様）
・地方税関係情報：被保険者の地方税情報をもとに、国民健康保険料額を決定するために保有する。
・医療保険関係情報：被保険者の資格情報を適切に管理するために保有する。
・介護・高齢者福祉関係情報：介護保険の特別徴収情報をもとに、国民健康保険料を特別徴収とする
か決定するために保有する。
・雇用・労働関係情報：特例対象被保険者の非自発による離職理由を把握し、国民健康保険料を減免
するために保有する。
・年金関係情報：国民健康保険料を年金から特別徴収するために保有する。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ○ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 国民健康保険の資格の適正管理及び賦課業務のために必要な特定個人情報を保有

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ]
1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

国保賦課ファイル、国保資格ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検索・電子申請機能 ）

 ③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務（毎年）
・国民健康保険料当初賦課決定時に、地方税関係情報を庁内連携により入手し、年金関係情報を電
子記録媒体により入手。
・高齢受給者証の負担割合決定時に、地方税関係情報を庁内連携により入手。

○定期的に入手する事務（毎月）
・国民健康保険料の例月賦課更正時に、地方税関係情報の差分を庁内連携により入手。
・特別徴収の可否について、年金関係情報を入手。
・高齢受給者証の例月更正時に、地方税関係情報を庁内連携により入手。

○定期的に入手する事務（日次）
平成30年4月1日以後、国保連より、被保険者情報(国保資格取得喪失年月日連携ファイル、市町村被
保険者ID連携ファイル等)を入手。

○個別的に対応する事務（都度）
・国民健康保険資格取得の届出を取得。
・国民健康保険新規加入者に関する住民票関係情報、地方税関係情報を庁内連携により入手。
・住民税賦課期日における住所地が江戸川区内にないとき、賦課期日における住所地の税務担当課
へ地方税関係情報を照会。
・被保険者の世帯変更等の届出について、庁内連携により入手。
・就学、住所地特例等により、転出後も引き続き江戸川区の国民健康保険の被保険者となるとき、申
請書の届出により、転出先の住所地に住民票関係情報を照会。
・特例対象被保険者となる申請書の届出により、雇用保険受給資格者情報を照会。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （
情報提供ネットワークシステムを利用する機
関、他自治体

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

（ 区民課、各事務所、課税課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 情報提供ネットワークシステムを利用する機関 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 地方公共団体情報システム機構、国保連 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 他の医療保険者 ）

[
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 ⑤本人への明示

・国民健康保険の資格関係情報や、国民健康保険料の賦課に必要な各種情報の取得については、番
号利用法、国民健康保険法等により、広く国民に周知している。
・住民票関係情報については、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第１条の規定に基づき、取
得・利用している。

 ④入手に係る妥当性

・国保法第9条第1項の規定により、世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得に必要な事
項を届け出なければならない。届出に基づき、国民健康保険加入資格等の把握や保険料を決定する
ため、住民票関係情報及び地方税関係情報を庁内連携を利用して取得している。
・地方税関係情報については、修正申告等により所得額等が変更となった場合は、国民健康保険料
についても再計算が必要である。そのため、毎月地方税関係情報の差分を取得し、変更があるときは
国民健康保険料の更正を行う。
・年金関係情報は、国民健康保険料を特別徴収するために必要である。
・転入者、住所設定者、就学・住所地特例者等の住登外者について、国民健康保険料を正確に計算
するためには、住民税賦課期日の住所地から地方税関係情報を取得する必要がある。
・特例対象被保険者となるための届出に基づき、雇用保険受給資格の離職理由を取得する必要があ
る。
・国保連から被保険者情報を入手することで、国保総合(国保集約)システム上で管理している被保険
者資格を住民基本台帳に記載する際の正確性を担保できる。また、情報の入手に関しては専用線を
用いて行うが、信頼性、安定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信内容の暗号化とあわせて通信
内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が必要な場合には通所の通信回線である公
衆網を使うよりも低コストとなることが期待できる。
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 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

１．国民健康保険の加入、喪失などの資格に関する受付と国民健康保険料の決定に関する事務
・住民票関係情報から、加入者の住所情報、世帯異動情報等を取得する。
・地方税関係情報を取得し、国民健康保険料、高齢受給者証の負担割合を決定する。
・介護保険料の特別徴収情報を取得し、国民健康保険料の特別徴収が可能か決定する。
・その他、保険料減免の対象となる事実があるとき、申請書の届出を受け減免処理を行う。
・他保険加入や転出の届出により、国民健康保険被保険者資格の喪失を行う。
・就学、住所地特例等、住登外者の国民健康保険加入について、申請書の届出を受け、住所地の住
民票関係情報等を取得し、手続を行う。
　
２．転入者、住登外者の地方税関係情報取得に関する事務
・転入者については、国民健康保険加入届出日の翌日、前住所地へ地方税関係情報を照会する。前
住所地の回答により賦課期日時点の住所地が異なるときには、さらに前の住所地へ照会を繰り返し、
賦課期日時点の自治体より地方税関係情報を取得し、国民健康保険料を決定する。
・住登外者については、江戸川区国民健康保険被保険者となる届出があった翌日以降、賦課期日時
点の住所地へ地方税関係情報を照会、取得し、国民健康保険料を決定する。また、毎年の国民健康
保険料本算定時にも、地方税情報を照会、取得し、国民健康保険料を決定する。

３．国民健康保険料更正に関する事務
・地方税関係情報の修正について、庁内連携により差分を取得し、国民健康保険料を更正する。

 情報の突合　※

１．国民健康保険の加入、喪失等の資格に関する受付と保険料決定に関する事務
・国民健康保険加入届出書と住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報等を突合して、
国民健康保険資格・賦課情報を作成する。
・国民健康保険資格・賦課情報と地方税関係情報を突合して、国民健康保険料、高齢受給者証の負
担割合を決定する。
・国民健康保険資格・賦課情報と介護保険特別徴収情報を突合して、国民健康保険の特別徴収の対
象となる者を決定する。
・国民健康保険料の減免に関する申請書の届出により、国民健康保険資格・賦課情報と減免に必要
な情報を突合して、国民健康保険料の減免を行う。

２．転入者、住登外者の地方税関係情報取得に関する事務
・国民健康保険資格・賦課情報と賦課期日における住所地の地方税関係情報を突合して、国民健康
保険料、高齢受給者証の負担割合を決定する。

３．国民健康保険料更正に関する事務
 ・国民健康保険資格・賦課情報と地方税関係情報の差分を突合して、国民健康保険料を更正する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報を用いて特定の個人を判別しうる統計・分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

・国民健康保険への加入を届け出て、国民健康保険被保険者となることによって、医療保険の各種給
付の受給資格を得る。
・国民健康保険加入世帯について、被保険者数及び、世帯の所得に基づき、国民健康保険料を決
定、更正する。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

医療保険課、区民課保険年金係、各事務所保険年金係等

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満

 ⑥使用目的　※
国民健康保険資格取得等の受付、本人確認、登録、正確な国民健康保険料の決定と減免を行うた
め。

 変更の妥当性 －
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 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整する。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例（平成13年3月江戸川区条例第19号）上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （
国保システム端末の直接操作、データセンタ内のサーバー室にて国保シ
ステムの直接操作

）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 その妥当性
国保システムの運用・保守、及び、法制度改正に伴う国保システムの改修等の際に、国保システムの
本番稼働前に正しく動作することを確認する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 6 ）　件

 委託事項1 システム保守

 ①委託内容
・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシステム構築・データ移行作業

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ]

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない
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 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

中間サーバーに登録すべきデータに関わる被保険者等

 その妥当性
番号利用法第19条第8号 別表第二で規定される事務の実施に当たって、特定個人情報の登録等が
必要であるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2 中間サーバーへの特定個人情報登録等に係る事務

 ①委託内容 中間サーバーへの特定個人情報の登録、維持、管理、中間サーバーとの接続環境整備等
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 ⑨再委託事項
資格継続業務で使用する国保総合(国保集約)システムに関する運用業務の一部（バッチ処理パラメー
タの入力／バッチ処置の実行／バックアップデータの取得と保管／システム障害発生時の復旧支援
作業／各種マスターメンテナンス／外字作成・登録）など。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する
業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他江戸川区のセキュリ
ティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結してい
ることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で再委託を承認す
る。

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名 東京都国民健康保険団体連合会

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※
＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国民健康保険法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者を
いう

 その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主の住民
税課税状況を含んで判定をするため、被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う上で、被保険者とその被保険者が属する世帯の世帯主
(擬制世帯主)に関する所得等の情報を管理する必要がある。
・国保法第110条によって保険給付を受ける権利は、2年間有効、地方自治法(昭和22年法律第67号）
第236条第1項によって不当利得の返還を受ける権利は5年間有効とされているため、過去の特定個
人情報についても管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務及びオンライン資格確認業
務に係る医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者資格情報の提供(国保総合(国保集約)シス
テム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用いな
い。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務に関する市町村保険者事務共同処理業務

 ①委託内容

・療養給付の審査・支払に付随する業務として、都道府県単位で管理することとなる資格取得年月日
や喪失年月日の管理(資格継続業務)と、同一都道府県内で転居があった場合における高額療養費の
該当回数を通算するための同一世帯判定に必要な情報等の管理(高額該当の引き継ぎ業務)を委託
する(国保情報集約システムを使用する)。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務(国保総合(国保集約)シス
テム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用いな
い。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連は、市区町村より
受領した被保険者資格異動に関するデータを編集し、医療保険者等向け中間サーバー等へ送信、登
録を行う。
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 ⑨再委託事項
医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
（国保中央会から再々委託する「医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務」を含む）

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の国保連から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再
委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立
ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、国保連
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とす
る。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名
東京都国民健康保険団体連合会
(東京都国民健康保険団体連合会は、国保中央会に再委託する)

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者 （例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性
オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、加入者の資格履歴情報
の管理を行う。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務

 ①委託内容
オンライン資格確認業務のため、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利用した
被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理及び
個人番号の紐づけが正しいか否かを検査するためのJ-LIS照会などを行う。
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 ⑨再委託事項 医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、
再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への
立ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及
び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払
基金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を
確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様と
する。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名 社会保険診療報酬支払基金

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性
市区町村とオンライン資格確認システムとの対応窓口を支払基金に一本化するため。
オンライン資格確認業務に用いる機関別符号を支払基金が一元的に取得するため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務

 ①委託内容
オンライン資格確認業務のため、医療保険者等向け中間サーバー等において、情報提供等記録開示
システムの自己情報表示業務機能を利用した、オンライン資格確認等システムで管理している情報と
の紐付けに使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。
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 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名
東京都国民健康保険団体連合会
(東京都国民健康保険団体連合会は、国保中央会に再委託する)

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主の住民
税課税状況を含んで判定をするため、被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う上で、被保険者とその被保険者が属する世帯の世帯主
(擬制世帯主)に関する所得等の情報を管理する必要がある。
・国保法第110条によって保険給付を受ける権利は、2年間有効、地方自治法第236条1項によって不
当利得の返還を受ける権利は5年間有効とされているため、過去の特定個人情報についても管理する
必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資格確認
の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者資格情報の提供(国保総合(国保集
約)システム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用
いない。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務

 ①委託内容
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、データパッチ実
施等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のデータ復旧等)
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 ⑨再委託事項 国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の国保連から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再
委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立
ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、国保連
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とす
る。)。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所の
セキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとす
る。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等に
　よる各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ
　評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び
運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、シス
テム構築上及び運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプ
リケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先2～5

 提供先2 健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の3の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の
徴収に関する情報（以下この評価書において「医療保険給付関係情報」という。）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の2の項

[ ○ ] 移転を行っている （ 13 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 28 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 全国健康保険協会
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先4 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の27の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 船員保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先3 全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６の項
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先6～10

 提供先6 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の42の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務

 ③提供する情報
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給
付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先5 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の38の項
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先8 日本私立学校振興・共済事業団

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の５６の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先7 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の４８の項
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先10 市町村長又は国民健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６９の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先9 国家公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６５の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 老人福祉法による費用の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先12 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８７の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先11～15

 提供先11 地方公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８３の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 提供先14 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１２５の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先13 後期高齢者医療広域連合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１１５の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に
関する事務

 ③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律
による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 提供先16～20

 提供先16 都道府県知事又は保健所を設置する市の長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３７の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先15 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３１の項

36



 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給に関する情
報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 提供先18 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１５８の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先17 独立行政法人日本学生支援機構

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１４１の項
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 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報 児童福祉法第21条の5の31に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 提供先20 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１６の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報 児童福祉法第19条の7に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先19 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３の項
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 ⑦時期・頻度 日次

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 日次

 移転先2～5

 移転先2 介護保険課

 ①法令上の根拠
条例第4条第2項による条例別表第二の4の項及び条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号
に基づく主務省令第２条の表の８７の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務、児童福
祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務、児童福祉法による障害児入所医療費の
支給に関する事務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律
第123号）による自立支援給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先1 障害者福祉課

 ①法令上の根拠
条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３、１６、１９、１４５
の項
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 ⑦時期・頻度
国保システムで移転する情報に関しては照会を受けたら都度、庁内ネットワークで移転する情報に関
しては年次

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム、庁内ネットワーク ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は
地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 日次

 移転先4 課税課、納税課

 ①法令上の根拠
条例第4条第2項による条例別表第二の1の項及び条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号
に基づく主務省令第２条の表の４８の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 住民票の記載事項の変更

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先3 区民課、各事務所

 ①法令上の根拠 住民基本台帳法第7条
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 ⑦時期・頻度 日次

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 移転先6～10

 移転先6 介護保険課

 ①法令上の根拠
条例第4条第2項による条例別表第二の3の項及び条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号
に基づく主務省令第２条の表の１３１の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先5 医療保険課高齢者医療係

 ①法令上の根拠 条例第4条第2項による条例別表第二の30の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 移転先8 生活援護第一課、生活援護第二課、生活援護第三課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の４２の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
江戸川区子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務、江戸川区ひとり親家庭等医療費
助成条例による医療費の助成に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先7 児童家庭課

 ①法令上の根拠 条例第4条第2項による条例別表第二の23、24の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 移転先10 生活援護第一課、生活援護第二課、生活援護第三課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１６１の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 移転先9 生活援護第一課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１２５の項
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 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に
関する事務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会をうけたら都度

 移転先12 保健予防課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３、１３７、１４５の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先11～15

 移転先11 健康サービス課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の２７の項
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 移転先16～20

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則（平成十一年東京都規則第百
十二号）による結核患者の医療費の助成に関する事務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律施行細則（平成十八年東京都規則第十二号）による精神通院医療費の助成に関

 ③移転する情報 国民健康保険資格得喪情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先13 保健予防課

 ①法令上の根拠 条例第4条第2項による条例別表第二の32、33の項
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 ７．備考

－

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以降はそのルールに沿って毎年度削除し
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ]
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜江戸川区における措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物内のうち、さらに厳格な入退室管理を行っている区
画に設置したサーバー内に保管している。
・サーバーへのアクセスは、全庁的に管理しているID、パスワードによる認証が必要である。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、施錠ができる倉庫に保管している。
・電子申請データについては紙に印字後、執務室内にある施錠できる書棚と施錠できる倉庫に保管し
ている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室の際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であ
り、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バック
アップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保
存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜江戸川区における措置＞
・国保システム内のデータについては、平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以
降はそのルールに沿って毎年度削除している。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理、又は職員が裁断処理し
ている。
・外部記録媒体に一時的に記録した特定個人情報は、使用の都度速やかに完全消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は、地方公共団体からの操作によって実施される為、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータ
の復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実
にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウ
ドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利
用しなくなった環境の破棄等を実施する。
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

国保給付ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 国民健康保険の適正な給付業務の実現のために必要な特定個人情報を保有

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ]
1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ○ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

・識別情報：対象者を正確に特定するために保有する。
・連絡先等情報：対象者の居住地、世帯情報を把握するために保有する。
・地方税関係情報：対象者の自己負担限度額等の計算、給付金の支給対象者の判断をするために保
有する。
・健康・医療関係情報、医療保険関係情報：正確な保険給付を行うために保有する。
・障害者関係情報：障害者医療費助成を受けている者を把握するために保有する。
・介護保険関係情報：高額介護合算の計算のために保有する。
・公金受取口座情報：公金受取口座として住民が公的給付支給等口座登録簿へ登録した預貯金口座
への給付を希望する場合、当該口座情報への給付を行うために保有する。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ○ ] その他 （ 公金受取口座情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 江戸川区　健康部　医療保険課
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（
区民課、各事務所、課税課、障害者福祉課、介護保
険課

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ デジタル庁 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 地方公共団体情報システム機構、国保連、各医療機関 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 他の医療保険者 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （
情報提供ネットワークシステムを利用する機
関、他自治体

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

・国民健康保険の給付に必要な各種情報については、番号利用法、国民健康保険法等に基づき、収
集していることを、広く国民に周知している。
・住民票関係情報については、住民基本台帳法第１条の規定に基づき、取得・利用している。
・公金受取口座情報については、申請書等に同情報を給付事務で使用することの意思確認欄を設け
る。

 ⑥使用目的　※ 各種申請書の受付、本人確認、各種給付の決定等を行うため。

 変更の妥当性 －

住民基本台帳ネットワークシステム、サービス検索・電子申請機能 ）

 ③入手の時期・頻度

・各種住民情報、住記情報：窓口開庁時間に疑似リアル連携
・各種給付の届出、申請書：年間を通して随時
・引き継ぎ情報(継続候補世帯リスト、継続世帯確定リスト等)：平成30年4月1日以後に、月一回の頻度
・公金受取口座情報：公金受取口座による給付金の受取の意思表示をした住民に係る給付金の都度
照会

 ④入手に係る妥当性

・各種住民情報、住記情報：本人確認情報、本人情報入力に係る事務処理負荷軽減のため、庁内連
携システムを利用して入手している。
・各種給付の届出、申請書：原則として本人からの紙ベースによる提供で必要な情報を入手している。
・高額該当の引き継ぎ情報：国民健康保険に関して、被保険者資格等の管理を都道府県単位で実施
する必要があり、個人番号利用事務の一部を国保連に委託しているため、江戸川区が保険給付の支
給、保険料の徴収又は保健事業等を実施するためには、国保連から当該情報を入手する必要があ
る。高額療養費制度は、医療機関等での支払額が、暦月で一定額を超えた場合に、その超過額を支
給する制度のため月次計算を行うが、その計算前に月次で連携を行うことで、支給の正確性を確保す
るために入手している。なお、入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定性の高い通信環境が実現
でき、さらに通信内容の暗号化とあわせて通信内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通
信が必要な場合には通所の通信回線である公衆網を使うよりも低コストとなることが期待できる。
・公金受取口座情報については、申請書等により確認した本人意思に基づいて取得する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

医療保険課、区民課保険年金係、各事務所保険年金係等

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

１．各種給付申請受付及び支払に関する業務
○療養費
　申請を受け付け、申請書情報を国保システムへ入力する。療養費の支給後、支給決定通知を申請
者へ送付する。

○高額療養費
　国保システムへ登録したレセプトデータと、資格・賦課ファイルとの連携により入手した所得情報から
決定された所得区分に応じた自己負担限度額を基に、高額療養費を算出し、支給勧奨通知を作成し
て該当者へ発送する。
　該当者からの申請を受け付け、申請書情報をデータ化した後に、国保システムへ一括登録する。外
来療養に係る年間の高額療養費については、申請書情報を国保システムへ入力する。高額療養費の
支給後、支給決定通知を該当者へ送付する。

○高額介護合算療養費
　国保システムへ登録したレセプトデータ及び介護保険課より入手した介護自己負担額情報を国保シ
ステムに取り込み、合算して支給見込額を算出する。支給見込額が算出された該当者に対して支給勧
奨通知を発送する。
　該当者からの申請を受け付け、申請書情報を国保システムへ入力する。高額介護合算療養費の支
給後、支給決定通知を該当者へ送付する。

○出産育児一時金及び葬祭費
　申請を受け付け、申請書情報を国保システムへ入力する。出産育児一時金又は葬祭費の支給後、
支給決定通知を申請者へ送付する。

○結核・精神医療給付金
申請を受け付け、申請者が給付金支給対象者であるか審査する。対象者に対しては受給者証を交付
する。

２．限度額適用認定証等発行業務
　被保険者からの申請に基づき、申請書情報を国保システムへ入力する。資格・賦課ファイルとの連
携により入手した所得情報から決定された所得区分に応じた限度額適用認定証等を国保システムよ
り発行し、被保険者へ交付又は発送する。

３．一部負担金の減額又は免除に関する業務
　災害や失業等の特別な理由により医療費の一部負担金を医療機関へ支払うことが困難な被保険者
からの申請を受け付け、収入や資産及び当該医療費の概算額等を調査のうえ、一部負担金の減額又
は免除の決定を行い、被保険者へ通知する。

４．第三者行為に関する業務
　被保険者（被害者）が交通事故等の第三者（加害者）の行為が原因で負傷したり、罹患した場合で、
江戸川区が被保険者（被害者）からの届出をもって、第三者（加害者）に代わり被保険者（被害者）の
医療費の自己負担分を除く部分を立て替えて医療機関に支払ったとき、立て替えた医療費を過失割
合に応じて第三者（加害者）へ請求する。
　このとき、被保険者（被害者）からの届出情報を国保システムへ入力する。医療費の額が確定した後
に、第三者（加害者）へ納付書及び請求書を送付する。

５．不当利得に関する業務
　江戸川区の国民健康保険以外の医療保険に加入する等して既に国民健康保険の資格を喪失して
いるにも関わらず、江戸川区の国民健康保険証を使用して医療機関を受診し、保険給付を受けてし
まった者に対して、その保険給付分の返還を請求する。
　このとき、国保システムから返還請求書を出力し、該当者へ送付する。また、該当者から納付があっ
た場合に、納付情報を国保システムへ入力する。

 情報の突合　※

・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報を突合して、国民健康保険加入者世帯の資格の有無を
確認する。【上記1、2、3、4、5】
・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報、地方税関係情報を突合して、国民健康保険加入者世
帯の自己負担限度額等の確認、給付金支給対象者の確認をする。【上記1、2】
・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報、介護・高齢者福祉関係情報を突合して、国民健康保
険加入者の介護保険支給状況を確認する。【上記1】

 情報の統計分析
※

国・都への報告資料等のため統計・分析を行うが、特定個人情報を用いて特定の個人を判別しうる統
計・分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

所得額、負担医療費に基づき、給付の決定をする。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 7 ）　件

 委託事項1 システム保守事業

 ①委託内容
・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシステム構築・データ移行作業

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ]

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 その妥当性
国保システムの運用・保守及び法制度改正に伴う国保システムの改修等の際に、国保システムの本
番稼働前に正しく動作することを確認する必要がある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （
データセンタ内のサーバー室にてシステムの直接操作、国保システム端末
の直接操作

）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整する。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2 中間サーバーへの特定個人情報登録等に係る事務

 ①委託内容 中間サーバーへの特定個人情報の登録、維持、管理、中間サーバーとの接続環境整備等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

中間サーバーに登録すべきデータに関わる被保険者等

 その妥当性
番号利用法第19条第8号 別表第二で規定される事務の実施に当たって、特定個人情報の登録等が
必要であるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 レセプト点検等給付業務の委託

 ①委託内容 レセプト点検・不当利得・療養費・高額療養費事務に関する定型業務を行う

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 その妥当性
職員は複雑化する医療保険制度への対応など、専門性の高い業務への対応に重点を置くことが求め
られているため、定型的かつ大量に処理が必要な当該業務に関しては外部業者への委託が必要であ
る。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 ヒューマンリソシア株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （
医療保険課事務室内の作業スペースにて国保システム端末及び国保総
合システム端末を直接操作する。

）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

 ⑨再委託事項

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務に関する市町村保険者事務共同処理業務

 ①委託内容

・療養給付の審査・支払に付随する業務として、都道府県単位で管理することとなる資格取得年月日
や喪失年月日の管理(資格継続業務)と、同一都道府県内で転居があった場合における高額療養費の
該当回数を通算するための同一世帯判定に必要な情報等の管理(高額該当の引き継ぎ業務)を委託
する(国保情報集約システムを使用する)。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務(国保総合(国保集約)シス
テム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用いな
い。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連は、市区町村より
受領した被保険者資格異動に関するデータを編集し、医療保険者等向け中間サーバー等へ送信、登
録を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国民健康保険法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者を
いう

 その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主の住民
税課税状況を含んで判定をするため、被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う上で、被保険者とその被保険者が属する世帯の世帯主
(擬制世帯主)に関する所得等の情報を管理する必要がある。
・国民健康保険法第110条によって保険給付を受ける権利は2年間有効、地方自治法第236条第1項に
よって不当利得の返還を受ける権利は5年間有効とされているため、過去の特定個人情報についても
管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務及びオンライン資格確認業
務のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者資格情報の提供(国保総合(国保集約)
システム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用い
ない。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 東京都国民健康保険団体連合会

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※
＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （
医療保険課事務室内の作業スペースにて国保システム端末及び国保総
合システム端末を直接操作する。

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項
資格継続業務で使用する国保総合(国保集約)システムに関する運用業務の一部（バッチ処理パラメー
タの入力／バッチ処置の実行／バックアップデータの取得と保管／システム障害発生時の復旧支援
作業／各種マスターメンテナンス／外字作成・登録）など。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する
業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他江戸川区のセキュリ
ティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結してい
ることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で再委託を承認す
る。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務

 ①委託内容
オンライン資格確認業務のため、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利用した
被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理及び
個人番号の紐づけが正しいか否かを検査するためのJ-LIS照会などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者 （例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性
オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、加入者の資格履歴情報
の管理を行う。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名
東京都国民健康保険団体連合会
(東京都国民健康保険団体連合会は、国保中央会に再委託する)

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項
医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
（国保中央会から再々委託する「医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務」を含む）

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の国保連から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再
委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立
ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、国保連
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とす
る。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務

 ①委託内容
オンライン資格確認業務のため、医療保険者等向け中間サーバー等において、情報提供等記録開示
システムの自己情報表示業務機能を利用したオンライン資格確認等システムで管理している情報と紐
付けるために使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性
市区町村とオンライン資格確認システムとの対応窓口を支払基金に一本化するため。
オンライン資格確認業務のために用いる機関別符号を支払基金が一元的に取得するため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名 社会保険診療報酬支払基金

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、
再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への
立ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及
び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払
基金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を
確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様と
する。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項7 国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務

 ①委託内容
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、データパッチ実
施等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のデータ復旧等)

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・被保険者(※)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療保険制度の被保険者でない者のう
ち、江戸川区に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者でない
者（例：国保に加入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、
この国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者及び過去に擬制世帯主であった者
※国保法第5条から第6条に基づく被保険者のうち、江戸川区に加入資格が適用される者をいう

 その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主の住民
税課税状況を含んで判定をするため、被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う上で、被保険者とその被保険者が属する世帯の世帯主
(擬制世帯主)に関する所得等の情報を管理する必要がある。
・国保法第110条によって保険給付を受ける権利は、2年間有効、地方自治法第236条1項によって不
当利得の返還を受ける権利は5年間有効とされているため、過去の特定個人情報についても管理する
必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資格確認
の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者資格情報の提供(国保総合(国保集
約)システム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用
いない。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している

 ⑥委託先名
東京都国民健康保険団体連合会
(東京都国民健康保険団体連合会は、国保中央会に再委託する)

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
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再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑨再委託事項 国保総合(国保集約)システムに係るアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

委託先の国保連から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再
委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立
ち入り調査に係る要件、その他江戸川区が求める情報について記載した書面による再委託申請及び
再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、国保連
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とす
る。)。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所の
セキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとす
る。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等に
　よる各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ
　評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び
運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、シス
テム構築上及び運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプ
リケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。
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[ ] 行っていない

 提供先1 全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の2の項

[ ○ ] 移転を行っている （ 8 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 28 ） 件

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先2～5

 提供先2 健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の3の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先3 全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の6の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 船員保険法による保険給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先4 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の27の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先5 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の38の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務

 ③提供する情報
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給
付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先6～10

 提供先6 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の42の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先7 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の48の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先8 日本私立学校振興・共済事業団

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の56の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先9 国家公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の65の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先10 市町村長又は国民健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の69の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先11～15

 提供先11 地方公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の83の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先12 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の87の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 老人福祉法による費用の徴収に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先13 後期高齢者医療広域連合

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の115の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先14 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の125の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 提供先15 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の131の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務

 ③提供する情報 医療保険給付関係情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先16～20

 提供先16 都道府県知事又は保健所を設置する市の長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の137の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に
関する事務

 ③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項に規定する他の法律によ
る医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

65



 提供先17 独立行政法人日本学生支援機構

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１４１の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先18 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の158の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給に関する情
報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

66



 提供先19 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３の項

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報 児童福祉法第19条の7に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先20 市町村長

 ①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１６の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務

 ③提供する情報 児童福祉法第21条の5の31に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先1 障害者福祉課

 ①法令上の根拠
条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３、１６、１９、１４５
の項

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務、児童福
祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務、児童福祉法による障害児入所医療費の
支給に関する事務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律
第123号）による自立支援給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先2～5

 移転先2 医療保険課高齢者医療係

 ①法令上の根拠 江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第2項による条例別表第二の30の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先3 生活援護第一課、生活援護第二課、生活援護第三課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の４２の項

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先4 生活援護第一課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１２５の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○
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 移転先5 生活援護第一課、生活援護第二課、生活援護第三課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１６１の項

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先6～10

 移転先6 児童家庭課

 ①法令上の根拠 江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第2項による条例別表第二の23、24の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
江戸川区子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務、江戸川区ひとり親家庭等医療費
助成条例による医療費の助成に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先7 健康サービス課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の２７の項

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先8 保健予防課

 ①法令上の根拠 条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３７、１４５の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及びその他給付対象者（過去に国民健康保険加入者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に
関する事務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付
の支給に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険給付情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 参照システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜江戸川区における措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物内のうち、さらに厳格な入退室管理を行っている区
画に設置したサーバー内に保管。
・サーバーへのアクセスは、全庁的に管理しているID、パスワードによる認証が必要。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、施錠ができる倉庫に保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室の際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であ
り、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バック
アップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保
存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜江戸川区における措置＞
・国保システム内のデータについては、平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以
降はそのルールに沿って毎年度削除している。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理、又は職員が裁断処理し
ている。
・外部記録媒体に一時的に記録した特定個人情報は、使用の都度速やかに完全消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は、地方公共団体からの操作によって実施される為、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータ
の復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実
にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウ
ドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利
用しなくなった環境の破棄等を実施する。

 ７．備考

－

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以降はそのルールに沿って毎年度削除し
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ]
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

国保収滞納ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 国民健康保険料の適正な収納管理業務実現のために必要な特定個人情報を保有

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ]
1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

・識別情報：対象者を正確に特定するために保有する。
・連絡先等情報：本人への連絡、通知等の送付先の設定及び確認をするために保有する。
・地方税関係情報：国民健康保険加入者世帯の滞納整理に関する業務のために保有する。
・医療保険関係情報：算出された国民健康保険料を把握するために保有する。
・生活保護・社会福祉関係情報：生活保護を受給しているか把握するために保有する。
・年金関係情報：国民健康保険料を年金から特別徴収するために保有する。
・公金受取口座情報：公金受取口座として住民が公的給付支給等口座登録簿へ登録した預貯金口座
への還付を希望する場合、当該口座情報への還付を行うために保有する。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年10月

[ ○ ] その他 （ 公金受取口座情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 江戸川区健康部医療保険課
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（ 区民課、各事務所、課税課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ デジタル庁 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 地方公共団体情報システム機構 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （
情報提供ネットワークシステムを利用する機
関、他自治体

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
・住民票関係情報については、住民基本台帳法第１条の規定に基づき、取得・利用している。
・公金受取口座情報については、還付請求書等に同情報を還付事務で使用することの意思確認欄を
設ける。

 ⑥使用目的　※ 国民健康保険料の適正な収納管理のため。

 変更の妥当性 －

住民基本台帳ネットワークシステム ）

 ③入手の時期・頻度
・住民票関係情報の取得に関する事務：窓口開庁時間に疑似リアル連携
・公金受取口座情報：公金受取口座による還付金の受取の意思表示をした住民に係る還付金の都度
照会

 ④入手に係る妥当性
・住民票関係情報：本人確認情報、本人情報入力に係る事務処理負荷軽減のため、庁内連携システ
ムを利用して取得している。
・公金受取口座情報については、還付請求書等により確認した本人意思に基づいて取得する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

医療保険課、区民課保険年金係、各事務所保険年金係等

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

１．国民健康保険料収納管理に関する業務
国民健康保険法に基づき賦課された国民健康保険料の収納情報を管理する。

○賦課情報の入手
国民健康保険料の賦課情報を国保資格賦課情報ファイルから入手する。

○収納（納付済通知書）情報の入手
指定金融機関、収納代行事務受託事業者より、住民が納付した情報を入手する。入手した収納情報
をデータ化し、国保システムに一括登録する。

２．過誤納金に関する業務
過納金もしくは誤納金が生じた場合、還付・充当通知書を出力し、住民に通知する。住民から取得した
還付金請求情報を国保システムに登録する。

３．督促に関する業務
国民健康保険法、地方税法に基づき、納期限までに完納しない住民の未納保険料額等の情報を督促
用データファイルに出力し、封入封緘委託事業者に提供し、督促状の印刷及び封入封緘等を行い、滞
納者に督促状を送付する。

４．滞納整理に関する業務
国民健康保険法、地方税法、国税徴収法に基づき、滞納者に対し、納付交渉、催告、調査、滞納処分
等を行う。

○収納管理情報の入手
国民健康保険料の賦課・収納情報を国保システムから入手する。

○催告書の送付
滞納者の未納保険料額等の情報を催告書用データファイルに出力し、封入封緘委託事業者に提供
し、催告書の印刷及び封入封緘等を行い、滞納者に催告書を送付する。

○納付交渉
滞納者との納付交渉により、納付意思があるにも関わらず完納に至らない場合、分割納付、徴収猶予
を行う。分割納付、徴収猶予情報の登録は国保システムで行い、管理する。

○各種調査
国民健康保険法、地方税法、国税徴収法に基づき、滞納者について、官公署に対する実態調査及び
金融機関等に対する財産調査を行う。調査の結果、入手した情報は、国保システムに登録し管理す
る。

○滞納処分
国民健康保険法、地方税法、国税徴収法に基づき、各種調査結果に応じて、滞納処分を行う。滞納処
分情報は国保システムで登録し管理する。
・差押、参加差押、交付要求
国民健康保険法、地方税法、国税徴収法に基づき、財産がある場合、差押、参加差押、交付要求を行
う。差押・参加差押・交付要求の情報は国保システムで登録し管理する。処分結果は滞納者及び関係
者へ通知する。
・公売、配当、充当
国民健康保険法、地方税法、国税徴収法に基づき、完納しない場合、公売、配当、充当を行う。公売、
配当、充当の情報は国保システムで登録し、管理する。処分結果は滞納者及び関係者へ通知する。
・執行停止
国民健康保険法、地方税法に基づき、各種調査の結果、財産がないことが判明した場合、執行停止
処理を行う。
・不納欠損
国民健康保険法、地方税法に基づき、時効及び執行停止により徴収権が消滅した場合、不納欠損処
理を行う。

５．電話勧奨業務
電話勧奨業務を委託した事業者が、国保システムから入手した各種情報を基に、電話による納付勧
奨を行う。
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 情報の突合　※

・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報を突合して、国民健康保険加入者世帯の資格の有無を
確認する。
・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報、地方税関係情報を突合して、国民健康保険加入者世
帯の滞納処分を決定する。
・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報、生活保護・社会福祉関係情報を突合して、国民健康
保険加入者世帯の執行停止を決定する。
・医療保険関係情報、4情報、住民票関係情報、年金関係情報を突合して、国民健康保険加入者世帯
のうち特別徴収世帯の収納状況を確認する。

 情報の統計分析
※

国民健康保険料の賦課徴収、滞納整理に関する統計や分析は行っているが、特定個人情報を用いて
特定の個人を判別しうる統計・分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

収納情報に基づき、過誤納金が発生した場合、還付、充当処理を行う。
滞納情報に基づき、財産調査等の結果に応じて、滞納処分を行う。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 2 ）　件

 委託事項1 システム保守事業

 ①委託内容
・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシステム構築・データ移行作業

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ]

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 その妥当性
国保システムの運用・保守、及び、法制度改正に伴う国保システムの改修等の際に、国保システムの
本番稼働前に正しく動作することを確認する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （
データセンタ内のサーバー室にてシステムの直接操作、国保システム端末
の直接操作

）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整する。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2 中間サーバーへの特定個人情報登録等に係る事務

 ①委託内容 中間サーバーへの特定個人情報の登録、維持、管理、中間サーバーとの接続環境整備等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

中間サーバーに登録すべきデータに関わる被保険者等

 その妥当性
番号利用法第19条第8号 別表第二で規定される事務の実施に当たって、特定個人情報の登録等が
必要であるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 統合ＤＢ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等
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[ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ○ ] 移転を行っている （ 2 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先1 課税課、納税課

 ①法令上の根拠
条例第4条第2項による条例別表第二の1の項及び条例第4条第3項による番号利用法第19条第８号
に基づく主務省令第２条の表の４８の項

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は
地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務

 ③移転する情報 国民健康保険料滞納情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先2～5

 移転先2 医療保険課高齢者医療係

 ①法令上の根拠 江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第2項による条例別表第二の30の項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

国民健康保険加入者及び納付義務者（過去に加入していた又は納付義務者だったものを含む）

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③移転する情報 国民健康保険料滞納情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国保システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜江戸川区における措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物内のうち、さらに厳格な入退室管理を行っている区
画に設置したサーバー内に保管。
・サーバーへのアクセスは、全庁的に管理しているID、パスワードによる認証が必要。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、施錠ができる倉庫に保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室の際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であ
り、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バック
アップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保
存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜江戸川区における措置＞
・国保システム内のデータについては、平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以
降はそのルールに沿って毎年度削除している。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理、又は職員が裁断処理し
ている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は、地方公共団体からの操作によって実施される為、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータ
の復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実
にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウ
ドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利
用しなくなった環境の破棄等を実施する。

 ７．備考

－

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以降はそのルールに沿って毎年度削除し
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ]
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

81



 必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置の
内容

・江戸川区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報の入手方法は、住記システムにて入力し
た情報を、統合DB経由で予め定められたインタフェース仕様に基づき、取得する方法に限定されるた
め、必要な情報以外の情報を入手することはない。
・各種住民情報の入手方法は、担当業務システムにて入力した情報を、統合DB経由又は直接連携で
予め定められたインタフェース仕様に基づき、取得する方法に限定されるため、必要な情報以外の情
報を入手することはない。
・業務主管課から入手する自己負担額情報は、1件ごとに氏名・住所等を確認の上、対象者以外の情
報を入手しないように精査している。
・住民、他自治体から入手する各種申請情報は、予め定められた帳票様式に基づき入手するため、必
要な情報以外を入手することはない。
・市町村CSからの住基情報の入手は、国保システムで管理している項目に関する情報の入手に、運
用上限定している。

・国保連からの入手について、入手元は国保連の国保総合(国保集約)システムに限定されており、配
信されるデータは国保連においてあらかじめ指定されたインタフェース(※)によって配信されることが前
提となるため、必要な情報以外を入手することはない。
※ここでいう指定されたインタフェースとは、国保総合(国保集約)システムの外部インタフェース仕様書
に記載されている国保連の国保総合(国保集約)システムと江戸川区に設置するデータ連携用PCとの
間でやりとりされるデータ定義のことをいい、その定義に従った項目(法令等で定められた範囲)でない
と、国保連の国保総合(国保集約)システムからデータ配信ができないしくみになっている。
・サービス検索・電子申請機能からの電子申請では、国の標準基準様式により申請に必要な項目の
みを入力する様式とし、必要最小限の情報となるようにする。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・江戸川区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報の入手方法は、住記システムにて入力し
た情報を、統合DB経由で取得する方法に限定されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
・各種住民情報の入手方法は、担当業務システムにて入力した情報を統合DB経由又は直接連携で取
得する方法に限定されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
・業務主管課から入手する自己負担額情報は、1件ごとに氏名・住所等を確認の上、対象者以外の情
報を入手しないように精査している。
・住民、他自治体から入手する各種申請情報は、1件ごとに氏名・住所・生年月日等を確認の上、対象
者以外の情報を入手しないように精査している。
・市町村コミュニケーションサーバ（以下「市町村ＣＳ」という。）からの住基情報の入手は、事前に国保
システムに登録されている住民に関する情報の入手に、運用上限定している。

・国保連からの入手については、国保連の国保総合(国保集約)システムに限定されており、配信され
るデータは国保連において、関連性や妥当性及び整合性のチェック(※)が行われていることが前提と
なるため、対象者以外の情報を入手することはない。
※ここでいう関連性・整合性チェックとは、すでに個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以
前と異なる個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力
する等の機能のことを指す。
・サービス検索・電子申請機能からの電子申請を行うためには、個人番号カードの電子署名を付すこ
とが必要であり、これに対し電子申請に付された署名検証を実施することで本人確認を実施する。

 １．特定個人情報ファイル名

国保賦課ファイル、国保資格ファイル、国保給付、国保収滞納ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・統合DB等庁内システムから入手する情報については、入手元の各業務で本人確認を行っている。
・住民、他自治体から入手する各種申請情報は、申請書等に記載された個人番号に基づき、国保シス
テムで本人確認を行う。また、窓口にて、住民から直接申請書を受け取るような場合には、個人番号
カード(個人番号カードがない場合には通知カードと顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート等))に
基づき、本人確認を行う。

・国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置として、特定個人情報の入手元は、国保連の国保総
合(国保集約)システムに限定されているとともに、国保総合PC及びデータ連携用PCにおいて国保連
から入手する情報は、江戸川区において本人確認を行った上で国保連に送信した被保険者情報に、
国保連が事務処理等を行った結果を付加して配信された情報であるため、本人確認の措置に問題は
ない。
・さらに、国保連においても江戸川区の国保システムと同様の宛名番号をキーとして個人識別事項を
管理しており、宛名番号をキーとして必要なデータが配信されることをシステム上で担保することで正
確性を確保している。
・国保連から入手した特定個人情報は、江戸川区の国保システムの被保険者データと突合し正確性を
確認してから、当該システムのデータベースへ更新することとしており、不整合があった場合は、国保
連に電話等で連絡し是正を求めることとしている。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号
カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申
請データを受領した地方公共団体は署名検証を実施することになる。これにより、本人確認を実施す
る。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とともに、個人番号の真正性確認を行っている。
・また、国保連から入手する特定個人情報ファイルには、個人番号は記録されていない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とともに、特定個人情報の正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、適宜、職権で修正することで、正確性を確保している。
・住民への交付、国民健康保険料の通知等により、住民から特定個人情報の誤り等の指摘があれ
ば、調査を行い、誤りが確認できた場合には修正を行っている。

・国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置として、国保連から配信される被保険者情報につい
ては、江戸川区及び他市から送信された被保険者異動情報等をもとに、国保総合(国保集約)システム
において処理を行い、その処理結果は江戸川区及び他市の双方に配信され、江戸川区及び他市の職
員が確認している。
・国保連から配信される継続世帯確定結果については、江戸川区から送信した被保険者異動情報等
をもとに、国保総合(国保集約)システムにおいて処理を行い、その処理結果を江戸川区の職員が確認
している。
・入手した特定個人情報は、江戸川区の国保システムの被保険者データと突合し正確性を確認してか
ら、当該システムのデータベースへ更新することとしており、不整合があった場合は、国保連に電話等
で連絡し是正を求めることとしている。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・江戸川区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報、各種住民情報の入手については、入退
室管理をしているデータセンタ内のサーバー間通信に限定することで、安全を担保している。
・業務主管課から入手する自己負担額情報は、1件ごとに氏名・住所等を確認の上、対象者以外の情
報を入手しないように精査している。
・住民、他自治体からの入手は、予め決められた方法（職員による窓口受付、職員による郵送受付等）
に限定した入手とすることで、詐取・奪取が行われないようにしている。
・市町村CSは生体認証による認証を行っているため、市町村CSで確認した情報を国保システムに登
録できる職員等は限定されている。

・国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置として、特定個人情報の入手元は、国保連の国保総
合(国保集約)システムに限定されており、専用線を用いるとともに、指定されたインタフェース(法令で
定められる範囲)でしか入手できないようシステムで制御しており、国保総合(国保集約)システムの外
部インタフェース仕様書に記載されている対象、周期及びデータ定義等によって、江戸川区と国保連
の双方に共通の認識があり、その定義に従った内容でないとデータの送受信ができないことで、不適
切な方法で入手が行われるリスクを軽減している。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号
カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人
からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民に何の手続きを探し電子申請を行いたい
のか理解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながる
ものか明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じ
ている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
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 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・江戸川区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報、各種住民情報の入手は、入退室管理を
しているデータセンタ内のサーバー間通信に限定することで、情報漏えい、紛失等を防止している。
・住民、他自治体から提出された申請情報の入手については、予め提出先を広く周知することで、送付
先誤り等による情報漏えい・紛失等を防止している。
・市町村CSで確認した住基情報を国保システムに登録する際には、市町村CSでの確認結果を記載し
た紙を、国保システムへの入力完了後に施錠可能なキャビネット等に保存することで、情報漏えい、紛
失等を防止している。また、一定期間経過後は裁断処分している。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、LGWAN、VPN等の回線を用いた暗号化通信
を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしている。

＜国保連からの入手に係る措置の内容については以下のとおりである。＞
・江戸川区の国保総合PC及びデータ連携用PCは、国保連のみと接続され、接続には専用線を用い
る。
・江戸川区の国保総合PC及びデータ連携用PCと国保連の国保総合(国保集約)システムとの通信に
は、認証・通信内容の暗号化を実施している。
・江戸川区の国保総合PC及びデータ連携用PCと国保連の国保総合(国保集約)システムとの専用ネッ
トワークは、ウイルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保する
ことにより、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。
・ウイルス対策ソフトは自動でアップデートを行うこととしており、接続拠点の追加、削除等を含め、ファ
イアウォール等の設定変更が必要となった際は、国保連により迅速に実施される。
・国保総合PC及びデータ連携用PCへのログイン時の職員認証の他に、ログインを実施した職員・時
刻・操作内容の記録が実施されるため、その抑止効果として、不適切な操作等によってデータが漏え
い・紛失することのリスクを軽減している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

－
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 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措
置の内容

・個人番号と紐付けて取得する情報は、特定個人情報として定義した住民票関係情報にシステムの機
能として限定している為、業務上必要な情報以外と紐付けすることはない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・個人番号と紐付けて管理する情報は、特定個人情報として定義した「Ⅱ ファイルの概要」の④記録さ
れる項目部分で明示した業務上必要な情報にシステムの機能として限定している為、業務上必要な情
報以外と紐付けすることはない。

 その他の措置の内容

＜国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置＞
・各市区町村の職員等が不正にデータ抽出等できないように、ＧＵＩによるデータ抽出機能(※)は国保
総合PC及びデータ連携用PCに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等され
ることはなく、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクを軽減している。
※ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国民健康保険関係情報ファイルのデータベースからデー
タを抽出するに当たって、抽出条件等を端末の画面上から簡単なマウス操作等で指定でき、CSV等の
データ形式でデータ連携用PC上のハードディスク等にファイルを出力する機能のことを指す。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

・正規職員については、ICカードの発行、失効は、職員課にて行い、職員課からの人事情報に基づき、
DX推進課にて庁内ネットワークのログイン権限を設定している。また、非正規職員については、各業
務主管課からの申請に基づき、DX推進課にてICカードの発行、失効、庁内ネットワークへのログイン
権限を設定している。
・業務システムの利用権限を有するユーザIDの発行、失効は、職員課からの人事情報に基づき、医療
保険課内のアクセス管理権限を有する職員にて、一元的に管理している。また、非正規職員等は、契
約期間に応じて、ユーザIDに有効期限を設定している。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・庁内ネットワークへのログインは、職員が常時携帯するICカードとパスワードでの認証を必要としてい
るため、権限のない第三者は利用できない。
・国保システムへのアクセスは、職員が常時携帯するICカードでのSSO認証を必要としているため、権
限のない第三者は利用できない。
・国保システムの操作において、ICカードのユーザIDにより、業務システムの利用権限を付与している
ため、権限のない第三者は利用できない。
・サービス検索・電子申請機能をLGWAN接続端末上で利用する必要がある職員を特定し、個人ごとの
ユーザIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証を行う。

＜国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置＞
・国保総合PC及びデータ連携用PCを使用する必要のある職員のみがログイン時のパスワード等を管
理するようにする。
・ログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやログインＩＤ、パスワードの使いま
わしをしないことを徹底している。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・ICカードのユーザID情報については、DX推進課にて、定期的にチェックを行い、不要なIDが残存しな
いようにしている。
・業務システムの利用権限を有するユーザIDについても、ユーザIDの管理者にて、定期的にチェックを
行い、不要なIDが残存しないようにしている。また、利用期間が明確であれば、ユーザIDに有効期限を
設定し、期限到来により自動的にアクセス制限されるようにしている。

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
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 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・ユーザIDとともに、庁内ネットワークへのログイン、メールの送受信記録、外部媒体への出力、業務
サーバーへのアクセス等操作記録を、ログとして保管している。
・ユーザIDとともに、国保システム内での特定個人情報への登録、更新、削除、参照の操作記録を、ロ
グとして取得し、保管している。
・また、情報漏えい等が発生した場合には、当該操作に関わるログを確認できるようになっている。
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスログ、システムへのアクセスログ、操作ログの記録を行
い、操作者個人を特定できるようにする。

＜国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置＞
・国保総合PC及びデータ連携用PCへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・
操作内容を記録している。
・情報システム管理者は定期的又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容と関連する書
面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
・当該記録については、一定期間保存することとしている。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 リスクに対する措置の内容

・各種操作ログを取得しているため、業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し、
業務外利用を抑止している。
・全職員に対し、年に数回、個人情報保護に関するeラーニングを受講させ、業務外利用を防止してい
る。また、新規任用者に対し、研修を実施し、業務外利用を防止している。
・非正規職員は、契約時に、業務上知り得た情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む承諾書
に、署名をしている。
・他市区町村や行政機関において、市民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、市民等の情報を外
部に漏らしたりした者についての新聞記事等を、課内にて情報共有している。
・サービス検索・電子申請機能へアクセスできる端末を制限する。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データを等のデータ
を複製する場合、使用管理簿に記載し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定されたUSBメモリ等の
みを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・バックアップファイルの作成は、入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定され、また、バック
アップファイルの持ち出しは区による承認を必須としている。
・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は、特定の端末で実施することに限定している。また、操
作ログにより操作者、操作内容が把握可能であると広く関係者に周知することで、不正な複製がない
ように対策している。
・サービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータについて、改ざん
や業務目的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。
・アクセス権限を付与された最小限の職員だけが、個人番号付電子申請等のデータについて、LGWAN
環境内ファイルサーバへの保存や外部記憶媒体への書き出し等ができるようシステム的に制御する。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを
複製する場合、使用管理簿に記載し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定されたUSBメモリ等のみ
を使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

＜国保総合PC及びデータ連携用PCにおける措置＞
・各市区町村の職員等が不正にデータ抽出等できないように、ＧＵＩによるデータ抽出機能はデータ連
携用PCに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはない。
・国保総合PC及びデータ連携用PCへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・
操作内容が記録され、国保連においても定期的又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内
容を確認し、不正な運用が行われていないかが監査される。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

委託仕様書に「受託者は、契約書及び「個人情報保護に関する特約条項」に基づき、個人情報の管理
と情報セキュリティについて、万全の対策措置を講ずること」と記載している。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]

 具体的な制限方法

〈市区町村保険者事務共同処理業務〉
・庁内、データセンタにて、委託先事業者が特定個人情報の閲覧、更新等を行う場合には、委託先事
業者向けのユーザIDを発行し、閲覧、更新等の処理を実施できる担当者を限定している。また、事前
に作業者名簿の提出も義務付けている。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業では、管理体制名簿の提出、入退室の管理をしている室内
での業務の実行、取扱者へはセキュリティ研修の受講を義務付けている。
・アクセス権限を付与する従業員数を必要最小限に制限し、付与するアクセス権限も必要最小限とす
ることを委託事業者に遵守させることとしている。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう医療保険者等向け中間サーバー
等で制御している。
・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と会計年度任用職員、取りまとめ機
関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。
・アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行作業時に関する措置＞
・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、委託先の責任者が特定個人情
報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲
を超えた操作が行えないようシステム的に制御することを委託先に遵守させることとしている。
・移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させること
を委託先に遵守させることとしている。

 特定個人情報ファイルの取
扱いの記録

[ 記録を残している
2） 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 具体的な方法

＜市区町村保険者事務共同処理業務＞
・庁内、データセンタでの作業においては、委託先事業者向けユーザIDに紐付く操作ログを取得するこ
とで、特定個人情報ファイルの取扱い記録を残している。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業では、各委託事業者の作業場所で入退室管理を行ってい
る。
・国保連の国保総合(国保集約)システムにおいては、特定個人情報にアクセスした従業員等・時刻・操
作内容を記録している。
・国保連の特定個人情報保護責任者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際には、特定
個人情報にアクセスした記録を確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・操作ログを中間サーバーで記録している。
・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行作業時に関する措置＞
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了
後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵
守させることとしている。
・移行作業にあたって、作業者以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する
ことを委託先に遵守させることとしている。
・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時
にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させるこ
ととしている。
・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託
先に遵守させることとしている。
・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか
監視することを委託先に遵守させることとしている。
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]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

＜市区町村保険者事務共同処理業務＞
・原則認めていないが、実施する場合には、以下を義務付けている。
・再委託先への特定個人情報の提供の際には、再委託先の必要性、選定基準、再委託先での委託管
理方法、再委託先のセキュリティ管理体制等を区側に報告してもらい、問題ないことが確認できれば、
承認している。
・必要に応じて、委託先事業者による再委託先事業者の管理が、当初のルールどおりに実施されてい
ることの報告を受ける。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・契約書において江戸川区が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託
先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。

 委託元と委託先間の
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

＜市区町村保険者事務共同処理業務＞
・庁内、データセンタから委託先事業者へ特定個人情報を提供する場合には、事前に委託先事業者か
ら目的、用途、保存期間等を含めた申請を受け、問題ないようであれば区側で承認を与えている。必
要に応じて、電子媒体への出力の際には暗号化等を実施することとしている。なお、提供等の記録に
ついては、「個人情報保護管理簿」を作成しており、1年保管している。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

]

 規定の内容

機密保持契約として以下を定めている。
・委託業務作業外の職員、第三者への提供、開示、漏えいの禁止。
・目的外利用の禁止。
・無断複製の禁止。
・契約終了後の返還、廃棄、消去。
・セキュリティ事故発生時の報告。
・安全管理体制の報告、資料提出。
・厳重な保管。
・再委託に係る規定。

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・庁内から委託先事業者へ提供した特定個人情報の消去は、委託事業者側から任意の様式により、
消去結果に係る報告書を提出してもらっている。
・データセンタから委託先事業者へ特定個人情報を提供する場合には、事前に委託先事業者から
データ消去の方法、時期等の申請を義務付けている。また、契約履行完了時に、特定個人情報ファイ
ルの返還、消去を義務付けている。委託先事業者側での特定個人情報ファイルの消去は、委託事業
者側から任意の様式により、消去結果に係る報告書を提出してもらっている。
・委託契約終了後は、委託先から特定個人情報等の消去・廃棄等に関する報告書を提出させ、消去
及び廃棄状況の確認を行う。

＜クラウド移行作業時に関する措置＞
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了
後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵
守させることとしている。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[
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1） 特に力を入れて行ってい
]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 具体的な方法

・再委託が必要な場合は委託先から事前に再委託の必要性について書面で確認をし、承認を行って
いる。
・再委託を行う場合には、委託と同様の機密保持契約の遵守を規定しており、委託先から適宜報告を
受け、改善の必要がある場合には改善の指示を行い、改善結果の報告を受けている。

・国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所の
セキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとす
る。
　　・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
　　・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
　　・日本国内でのデータ保管を条件としていること
　　・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種
条件を満たしていること。
　　・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。
・国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者およ
び運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、シ
ステム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、
アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得るこ
と。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置
する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者
は、次を満たすものとする。
(1)ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
(2)セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
(3)日本国内でのデータ保管を条件としていること
(4)上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種
条件を満たしていること。
・運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者及び運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上及び
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行作業時に関する措置＞
・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業者には、委託先の責任者が特定個人情
報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲
を超えた操作が行えないようシステム的に制御することを委託先に遵守させることとしている。
・移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させること
を委託先に遵守させることとしている
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了
後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵
守させることとしている。
・移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時
にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させるこ
ととしている。
・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託
先に遵守させることとしている。
・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか
監視することを委託先に遵守させることとしている。

 その他の措置の内容 －

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]
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 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜国保連における措置＞
・国保総合(国保集約)システムにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、国保総合(国保集
約)システムはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。
・国保総合(国保集約)システムではUTM（コンピュータウイルスやハッキング等の脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護す
る装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
・国保総合(国保集約)システムでは、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。
・国保総合(国保集約)システムのデータベースに直接アクセスできる端末を国保連の管理区域に設置し、設置場所への入退室記録
管理、監視カメラによる監視及び施錠管理を行う。
・特定個人情報等を取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。
・国保総合(国保集約)システムを使用して特定個人情報ファイルの複製等の操作が可能な職員を最小限に限定する。
・特定個人情報ファイルを電子記録媒体に複製する際には、不必要な複製を制限するため、事前に特定個人情報保護責任者（連合
会）の承認を得る。
・許可された電子記録媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。また、記録機能を有する機器の情
報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。
・電子記録媒体は、媒体管理簿で管理し、保管庫に施錠保管する。電子記録媒体に保存する情報については、作業が終わる都度、
速やかに情報を消去する。保管する必要がない使用済の電子記録媒体はシュレッダーで粉砕し破棄する。

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得し
た資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち
「機関別符号取得業務」、　「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提
供）」の特定個人情報保護評価を実施している。
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 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・庁内組織間でのデータ連携については、予め定められた仕様に基づく自動連携であるため、職員に
よる意図的な不正なやり取りは発生しない。
・庁内組織間での電子媒体での連携は、移転処理を実施する職員を限定し、庁内で予め定められた
ルール（暗号化等）により移転を行っている。
・国保事務以外での国保システムの利用は、予め定められた仕様に基づく利用であるため、職員によ
る意図的な不正なやり取りは発生しない。
・他自治体への紙の送付の際には、複数職員による確認をしている。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

・庁内連携については、予め定められた仕様に基づき、自動的にデータを抽出し、データを提供してい
るため、誤った情報・相手とやり取りすることはない。
・庁内組織間での電子媒体での連携は、移転処理を実施する職員を限定し、庁内で予め定められた
ルール（暗号化等）により移転を行っているため、誤った情報・相手に移転する事はない。
・国保事務以外での国保システムの利用は、予め定められた仕様に基づき、開示範囲を限定してお
り、情報の利用者を限定しているため、誤った情報、誤った相手とやり取りすることはない。
・他自治体への紙の送付は、複数職員での確認を義務付けており、誤った情報・相手に提供する事は
ない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・庁内連携については、予め定められた仕様に基づく、サーバー間通信に限定しており、不適切な方
法でのデータ連携は実施できないように対策している。
・庁内組織間での電子媒体での連携は、移転処理を実施する職員を限定し、庁内で予め定められた
ルール（暗号化等）により移転を行っており、不適切な方法でのデータ連携は実施できないように対策
している。
・国保事務以外での国保システムの利用は、予め定められた仕様に基づき、開示範囲を限定してお
り、不適切な方法でのデータ連携は実施できないように対策している。
・他自治体への紙の送付は、予め他自治体との間で定めた運用ルールに基づき、データ提供を行って
いる。
※提供・移転に関しての法令上の根拠は、「Ⅱ章5.特定個人情報の提供・移転」を参照

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに
対する措置

－

 具体的な方法

・庁内組織間でのデータ連携は、すべてログとして記録を保持している。
・庁内組織間での電子媒体での連携は、移転の記録を台帳で保持している。
・国保事務以外での国保システムの利用は、すべてログとして記録を保持している。
・他自治体への紙の送付では、台帳に記載し、情報提供を実施している。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞

]
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報照会処理については、当該事務の権限を有する職員のみに実施できるようにアクセス権限を設
定している。
・情報照会処理については、業務システム側で操作ログを記録しており、処理実施者、操作内容を把
握している。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
・業務システムで記録している操作ログにより、目的外の入手が行われていないことを適宜確認してい
る。また、操作ログにより操作者、操作内容が把握可能である旨、広く関係者に周知している。
・番号利用法に定められている事務以外での情報照会は禁止されている旨、広く関係者に周知してい
る。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報照会機能（※1）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※2）との照合を情報提供ネットワークシステムに求
め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することにな
る。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセ
キュリティリスクに対応している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※3）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適
切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※1）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
（※2）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用す
るもの。
（※3）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバー、統合DBの運用における措置＞
・情報提供等記録/アクセス記録、アクセスログ（ログイン認証、操作内容、特定個人情報アクセスロ
グ、アクセス時間、処理時刻等）、DBログを、適宜、確認している。
・また、中間サーバー側において、上記ログを取得しており、操作者、操作内容が把握可能である旨、
広く関係者に周知している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、国保システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバー間通信
に限定されるため、安全が確保されている。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が
担保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報照会に当たっては、中間サーバーから入手した特定個人情報が統合DB、国保システムへの登
録の際に誤った状態で登録されることがないことを、検証工程で十分に確認しているため、入手に当
たって特定個人情報が不正確となることはない。

＜国保システムの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特
定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されてい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、国保システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバー間通信
に限定されるため、漏えい・紛失するリスクを排除している。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信す
る特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになって
いる。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対
応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害
対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・特定個人情報の提供は、原則、各システム間の自動連携に限定しているため、職員が意図的に不正
な提供を行うことを防止している。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
・中間サーバー側に登録していない、自動応答を制限している等の場合、職員の操作により特定個人
情報を提供する場合には、情報提供に当たって上長承認を得た上で、国保システム、統合DBにて処
理を実行する運用を義務付けている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合
リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワー
クシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応
した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
・機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供
されるリスクに対応している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行
う機能。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバーの運用における措置＞
・中間サーバー側で取得した情報提供に係るログを使って、不正な提供が行われていないことを、必

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、国保システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバー間通信
に限定している。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供され
るリスクに対応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務に
はアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内
容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総
合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
・中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏
えい等のリスクを極小化する。

＜江戸川区における措置＞
・業務システム、中間サーバー接続端末での情報照会、情報提供等を業務マニュアルに記載し、新規従業者に対して、年1回研修を
実施している。

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜国保システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報提供に当たっては、国保システム、統合DBで作成した提供情報が誤った状態で作成されること
がないことを、検証工程で十分に確認しているため、提供に当たって特定個人情報が不正確となるこ
とはない。

＜国保システム、統合DBの運用における措置＞
・中間サーバーへ登録した情報に誤りがあることが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手順等に
沿って、修正作業を行うことを徹底している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手
に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備する
ことで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜江戸川区における措置＞
・特定個人情報を保管するサーバーの設置場所では、入退室管理を行っている。
・特定個人情報を扱う職員が離席する際には、特定個人情報を記した書類は机上に放置せず、キャビ
ネットに施錠保管している。
・特定個人情報を取扱う端末は、セキュリティワイヤにより盗難防止を行い、端末起動時はICカードと
パスワードによる認証によりログインし、特定個人情報を扱う職員が離席する際には、時間経過による
ロックを行い、ロック解除時はICカードで解除している。
・特定個人情報を含むデータを持ち出し、媒体に保管する場合は、セキュリティ管理者へ都度申請し承
認を受けるなどの運用ルールを定め、遵守している。
・特定個人情報を保管するサーバーに係る脅威に対して、無停電電源装置の設置、室温管理、ケーブ
ルの安全管理、耐震対策、防火措置、防水措置等を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視
及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナント
との混在によるリスクを回避する。
・事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがな
いよう、警備員などにより確認している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたク
ラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理す
る環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行って
いる。
②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

特に力を入れて行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策

＜江戸川区における措置＞
・ウイルス対策ソフトを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行っている。
・OSやアプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフトウェア(いわゆるセキュリティパッチ)を
適用している。
・ファイアウォールにより、サーバーへのアクセスを制御している。
・日次でバックアップファイルを取得して、テープとディスクに記録している。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、LGWAN、VPN等の回線を用いた暗号化通信
を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしている。

特に力を入れて行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

]

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 具体的な対策の内容

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行
うとともに、ログの解析を行う。
・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基
準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下
同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助
者」をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアク
ティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ロ
グ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を
24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミド
ルウエアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離
された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウ
ドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じ
る。

＜データ連携用PCにおける措置＞
・データ連携用PCで使用できる外部媒体は、情報システム管理者が使用許可したもののみを使用可
能とする。
・データ連携用PCには、ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルスパターンファイルは適時更新する。
・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。
・オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。

十分に行っている

十分に行っている

[

[

 ⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容

 再発防止策の内容

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
・データセンタ内のサーバーで管理しており、生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実
施している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞
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 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得し
た資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち
「機関別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提
供）」の特定個人情報保護評価を実施している。

 手順の内容

・国保システム内のデータについては、平成２７年度にデータ削除のルールを定めた。平成２８年度以
降はそのルールに沿って毎年度削除している。
・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理、又は職員が裁断処理し
ている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠した
プロセスにしたがって確実にデータを消去する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
・江戸川区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報は、連携処理の中で不具合が発生した
場合、エラーとして検知できるように設定しているため、古い情報のまま保存され続けることはない。
・住民からの申請に基づき、調査等を行い、正確な記録を確保するために必要な措置を講じている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

十分に行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

＜国保システムの運用における措置＞
・職員等（派遣職員、会計年度任用職員等を含む）に対して、個人情報保護に関する研修を行ってい
く。違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりう
る。
・委託業者に対しては、契約に個人情報保護に関する研修の実施、秘密保持に関する内容を含める
事を義務付けている。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育
資材を作成し、中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接
続運用規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施す
ることとしている。

＜国保総合(国保集約)システムに関する措置＞
・教育事項：国保総合(国保集約)システムの操作・運用ならびに個人情報保護に関する教育及び研修
・教育頻度：年間1回程度
・教育方法：集合教育
・教育対象：職員及び嘱託員
・違反行為を行ったものに対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりう
る。
・委託先である国保連に対しては、契約内容において、個人情報保護に関する秘密保持契約を締結し
ている。
・教育の未受講者に対しては、再受講の機会を付与している。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜国保システムの運用における措置＞
・年に１回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容
通りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

＜国保総合(国保集約)システムにおける措置＞
・番号利用法第29条の3第2項に基づき、個人情報保護委員会へ特定個人情報ファイルの取扱いの状
況に関する報告をする（それに伴い、国保連にも同様の報告を求めることにする)。

＜国保システムの運用における措置＞
１、監査責任者である総務部長から委託された監査事業者が以下の観点により監査を定期的に内部
監査を実施する。
・評価書記載事項と運用実態のチェック
・個人情報保護に関する規定、体制整備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置
２、監査の結果を踏まえ、体制や規定を改善していく。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラ
ウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP
監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞
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＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ＩＴリテラ
シーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視
を実現する。

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得し
た資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち
「機関別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提
供）」の特定個人情報保護評価を実施している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いに
ついて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに
起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに
起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が
対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

 ３．その他のリスク対策
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Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先

江戸川区　健康部　医療保険課
郵便番号132-8501
江戸川区中央１－４－１
電話：03-5662-0540

 ②請求方法

自己情報（開示・訂正・利用停止）請求書を、特定個人情報を保有している主管課に提出することによ
り受付ける。
ＵＲＬ：
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kuseijoho/denshi/download/kusejoho/jouhoukoukai/jiko_jou
ho.html

 特記事項 身分証明証等の提示により本人確認を行う。

 ③手数料等
[ 無料 ]

＜選択肢＞
1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： ）

 ④個人情報ファイル簿の公
表

[ 行っている ]
＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名 国民健康保険業務システム

 公表場所 総務部　総務課　文書係

 ②対応方法
・問合せがあった場合、問合せの内容と対応の経過について記録を残す。
・情報漏えい等に関する問合せがあった場合は、実施機関において必要な対応を行い、総務部総務
課文書係に報告する。

 ⑤法令による特別の手続 －

 ⑥個人情報ファイル簿への
不記載等

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
江戸川区　健康部　医療保険課
電話：03-5662-0540　　ファックス：03-3651-6536
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

令和６年１１月１４日

江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会にて第三者点検を実施。

 ３．第三者点検

肯定的な意見であった。

なし

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

-
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和６年９月１５日から令和６年１０月１５日までの３１日間

江戸川区意見公募手続に関する要綱に基づき、意見公募手続を実施し、広く住民等の意見を聴取す
る。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和６年１１月２２日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果
特定個人情報保護評価指針に定める目的等に照らし妥当であり、特段の問題は認められないとして
承認された。

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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令和6年12月6日

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用す
るシステム システム
3-②システムの機能

２．異動処理
：加入・脱退・世帯変更・退職・マル学・マル遠・
住所地特例の各資格異動処理から、保険証
の発行まで行う。

３．資格確認書等発行管理
：保険証のほか、高齢受給者証、減額認定
証、特定疾病療養受療証などの各証の発行を
行う。また、発行した証の交付回収履歴を一元
管理を行う。

７．保険証の一括更新
：滞納管理機能で管理された情報から保険証・
短期保険証・資格証明書を自動で分類し出力
する。

９．都道府県への報告資料の作成
：事業月報や短期保険証交付状況集計表、外
国人国籍別一覧表、年齢別統計表など都道
府県に報告する資料を出力する。

２．異動処理
：加入・脱退・世帯変更・退職・マル学・マル遠・
住所地特例の各資格異動処理から、資格情
報通知書または資格確認書(以下、資格確認
書等という)の発行まで行う。

３．資格確認書等発行管理及び保険証利用登
録管理
：資格確認書等のほか、高齢受給者証、減額
認定証、特定疾病療養受療証などの各証の
発行を行う。また、発行した証の交付回収履歴
を一元管理を行う。
：被保険者からマイナ保険証（保険証利用登
録がされたマイナンバーカードをいう。以下同
じ。）に係る利用登録解除の申請書を受け付
けた場合は、資格確認書の発行とともに、中
間サーバーへ利用登録の解除依頼を行う。

７．資格確認書の一括更新
：資格確認書の有効期限年月日が到来する世
帯に資格確認書を出力する。

９．都道府県への報告資料の作成
：事業月報や証交付状況集計表、外国人国籍
別一覧表、年齢別統計表など都道府県に報告
する資料を出力する。

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出

令和6年12月6日

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用す
るシステム
システム12-②システムの機能
(1)資格履歴管理事務に係る機
能

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療
保険者等全体または医療保険制度横断で資
格管理等を行う際に必要となるシステムであ
り、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報
提供ネットワークシステムを通じた情報照会・
提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報
システム機構に対して住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて機構保存本人確認情
報の提供を求める機能（以下この評価書にお
いて「本人確認事務に係る機能」という。）を有
する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りま
とめ機関が運営する。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公
共団体における情報連携プラットフォームに係
る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利
用するため、「医療保険者等向け中間サー
バー等｣では、情報提供ネットワークシステム
を通じた情報照会・提供事務に係る機能のうち
情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る
機能は行わない。

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療
保険者等全体または医療保険制度横断で資
格管理等を行う際に必要となるシステムであ
り、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報
提供ネットワークシステムを通じた情報照会・
提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報
システム機構に対して住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて機構保存本人確認情
報の提供を求める機能（以下この評価書にお
いて「本人確認事務に係る機能」という。）を有
する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りま
とめ機関が運営する。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公
共団体における情報連携プラットフォームに係
る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利
用するため、「医療保険者等向け中間サー
バー等｣では、情報提供ネットワークシステム
を通じた情報照会・提供事務に係る機能のうち
情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る
機能は行わないが、被保険者の基本情報(氏
名、生年月日、性別、住所)と個人番号の紐づ
けが正しいか否か
を検査する用途に限って、医療保険者等向け
中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う。

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事後で足りるが任意に事前
に提出

令和6年12月6日
Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務②事務の内容

１．資格・賦課関連業務（※「（別添１）事務の
内容」を参照）

③保険証、短期被保険者証、被保険者資格証
明書及び高齢受給者証の発行（再発行申請
含む）

１．資格・賦課関連業務（※「（別添１）事務の
内容」を参照）

③資格情報通知書または資格確認書及び高
齢受給者証の発行（再発行申請含む）
・マイナンバーカードによるオンライン資格確
認を行うことができる者に対し、資格情報通知
書
・マイナンバーカードによるオンライン資格確
認を行うことができない状態にある者に対し、
申請に基づき資格確認書を発行する。
(当分の間、マイナンバーカードによるオンライ
ン資格確認を行うことができない状態にある者
に対して、申請によらず職権で資格確認書の
交付を行うことができる。)。

事前

令和6年12月6日
Ⅰ　１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務②事務の内容

３．収納管理関連業務（※「（別添１）事務の内
容」を参照）
⑥国民健康保険関係情報を中間サーバーへ
提供又は照会

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用す
るシステム
システム2-②システムの機能

９．国・都道府県への報告資料の作成
：国への報告資料の課税状況調べ、都道府県
への報告資料の基盤安定交付金や保険基盤
安定など各種報告資料を作成する。

９．国・都道府県への報告資料の作成
：国への報告資料の課税状況調べ、都道府県
への報告資料の保険基盤安定など各種報告
資料を作成する。

事後

３．収納管理関連業務（※「（別添１）事務の内
容」を参照）
⑥国民健康保険関係情報を中間サーバーへ
照会

事後
未確定部分の確定に伴う修
正であり、重要な変更にあた
らない

令和6年12月6日
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅰ　6．情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携※②法
令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

【番号法別表第二における情報提供の根拠】
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後
期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄
（特定個人情報）に「医療保険給付関係情報」
が含まれる項（１、２、３、４、５、２６、２７、３０、
３３、３９、４２、５８、６２、８０、８７、９３の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令による給
付の支給を行うこととされている者」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「他の法令によ
る給付の支給に関する情報」が含まれる項
（９、１２、１５、７８、１２０の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令により行
われる給付の支給を行うこととされている者」
の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他の
法令により行われる給付の支給に関する情
報」が含まれる項（１０９の項）

・番号利用法第１９条第８号（特定個人情報の
提供の制限）及び番号利用法第19条第8号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
(以下、この評価書で「番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令」という)

【番号利用法第19条第８号に基づく主務省令
第2条の表における情報提供の根拠】
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後
期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄
（特定個人情報）に「医療保険給付関係情報」
が含まれる項（２、３、６、１３、４２、４８、５６、６
５、６９、８３、８７、１１５、１２５、１３１、１５８、１
６１、１７３の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令による給
付の支給を行うこととされている者」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「他の法令によ
る給付の支給に関する情報」が含まれる項（１
３、１６、１９、１１１、１５８の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法令により行
われる給付の支給を行うこととされている者」
の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他の
法令により行われる給付の支給に関する情
報」が含まれる項（１４５の項）

事後
主務省令の発出に伴う修正
であり、重要な変更に当たら
ない

令和6年12月6日

Ⅰ　6．情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携※②法
令上の根拠(続き)

：第三欄（情報提供者）が「他の法令による医
療に関する給付の支給を行うこととされている
者」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他
の法令による医療に関する給付の支給に関す
る情報」が含まれる項（１７、８８、１０６の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法律による医
療に関する給付の支給を行うこととされている
者」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他
の法律による医療に関する給付の支給に関す
る情報」が含まれる項（２２、９７の項）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「国民健康保険
法第七十六条の四において準用する介護保
険法第百三十六条第一項（同法第百四十条
第三項において準用する場合を含む。）、第百
三十八条第一項又は第百四十一条第一項の
規定により通知することとされている事項に関
する情報であって主務省令で定めるもの」が含
まれる項（４６の項）

【番号法別表第二における情報照会の根拠】
・第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による
事務」が含まれる項（４２,４３,４４,４５の項）

：第三欄（情報提供者）が「他の法令による医
療に関する給付の支給を行うこととされている
者」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他
の法令による医療に関する給付の支給に関す
る情報」が含まれる項（２７、１４１の項）
：第三欄（情報提供者）が「他の法律による医
療に関する給付の支給を行うこととされている
者」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「他
の法律による医療に関する給付の支給に関す
る情報」が含まれる項（３８，１３７の項）
：第三欄（情報提供者）が「医療保険者又は後
期高齢者医療広域連合」の項のうち、第四欄
（特定個人情報）に「医療保険各法又は高齢
者の医療の確保に関する法律による医療に関
する給付の支給に関する情報」が含まれる項
（１６４，１６５、１６６の項）

【番号利用法第19条第8号に基づく利用特定
個人情報の提供に関する命令第2条の表にお
ける情報照会の根拠】
・第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第二欄（事務）に「国民健康保険法による
事務」が含まれる項（６９、７０、７１の項）

事後
主務省令の発出に伴う修正
であり、重要な変更に当たら
ない

事後
法令の題名等の形式的な変
更であり、重要な変更に当た
らない

令和6年12月6日
Ⅰ　（別添１）事務の内容-資格
賦課関連業務

図の変更 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用す
るシステム
システム12-②システムの機能
(1)資格履歴管理事務に係る機
能(続き)

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報
（又はその一部）、資格情報及び各種証情報
（個人番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得
した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに
格納する(※1)。
（ⅱ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対
象外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオン
ライン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個
人情報保護評価を実施するため当評価の対
象外。

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報
（又はその一部）、資格情報及び各種証情報
（個人番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得
した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに
格納する(※1)。
（ⅱ）被保険者の基本情報(氏名、生年月日、
性別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否
か
　　を検査する用途に限って、医療保険者等向
け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行
う。
（ⅲ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対
象外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオン
ライン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個
人情報保護評価を実施するため当評価の対
象外。

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出

令和6年12月6日
Ⅰ　5．個人番号の利用※法令
上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成２５年
法律第２７号）（以下この評価書において「番号
法」という。）第９条第１項及び第２項並びに別
表第一の３０の項
・江戸川区個人番号の利用に関する条例（平
成２７年１０月条例第３０号）第４条第１項

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成２５年
法律第２７号）（以下この評価書において「番号
利用法」という。）第９条第１項及び第２項、別
表の44の項並びに番号利用法別表の主務省
令で定める事務を定める命令第２４条
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
・住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)
・江戸川区個人番号の利用に関する条例（平
成２７年１０月条例第３０号）（以下この評価書
において「条例」という。）第４条第１項
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先10

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先1

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先4

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項1-①委託内容

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムの改修作業

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ
適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシス
テム構築・データ移行作業

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項4-①委託内容

オンライン資格確認業務のため、医療保険者
等向け中間サーバー等において、個人番号を
利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者
枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号と
の紐付管理などを行う。

オンライン資格確認業務のため、医療保険者
等向け中間サーバー等において、個人番号を
利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者
枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号と
の紐付管理及び個人番号の紐づけが正しい
か否かを検査するためのJ-LIS照会などを行
う。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国保
総合(国保情報集約)システム
２.高額該当の引継ぎ業務

タイトルに「国保総合(国保情報集約)システ
ム」の文言を追加 事後

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国保
総合(国保情報集約)システム
３.オンライン資格確認業務に係
る医療保険者向け中間サー
バー等への被保険者異動情報
の提供

タイトルに「国保総合(国保情報集約)システ
ム」の文言を追加
図の変更

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国保
総合PCと市区町村システムと
の関係
(備考)
4．オンライン資格確認業務

・オンライン資格確認のための医療保険者等
向け中間サーバー等上の被保険者異動情報
の基本4情報照会(本人確認)
取りまとめ機関は、医療保険者等向け中間
サーバー等にて管理している加入者の資格履
歴情報の本人確認情報についてJ-LIS照会を
行う。
取りまとめ機関は、J-LIS照会結果と委託区画
に登録されている区市町村ごとの国民健康保
険を突合し、突合結果を区市町村へ通知す
る。
区市町村は、通知された突合結果をもとに個
人番号の紐かけに誤りがないか調査し必要に
応じ特定個人情報の訂正を行う。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国保
総合(国保情報集約)システム
１.資格継続業務

タイトルに「国保総合(国保情報集約)システ
ム」の文言を追加
図の変更

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国民
健康保険の業務委託とシステ
ムの関係

図の変更 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-国保
総合PCと市区町村システムと
の関係

図の変更 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日
Ⅰ　（別添１）事務の内容-収納
関連業務

図の変更 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-収納
関連業務
(備考)

①各種住民情報を統合ＤＢ経由又は業務シス
テムより取得する。

④国保関係情報を統合ＤＢ経由で中間サー
バーへ提供する。

①各種住民情報を統合ＤＢ経由より取得す
る。

④を削除、⑤から⑰が、④から⑯に繰り上が
る。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日
Ⅰ　（別添１）事務の内容-給付
関連業務

図の変更 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-給付
関連業務
(備考)

①各種住民情報を統合ＤＢ経由又は業務シス
テムより取得する。

①各種住民情報を統合ＤＢ経由より取得す
る。 事後

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅰ　（別添１）事務の内容-資格
賦課関連業務
(備考)

①各種住民情報を統合ＤＢ経由又は業務シス
テムより取得する。

③住民等の申請（電子申請含む）により資格
関係情報を取得する。

⑩③で入手した情報をもとに保険証・高齢受
給者証作成データを出力し、封入封緘事業者
へ提供する。

⑫封入封緘事業者は保険証・高齢受給者証を
作成し、住民等に発送する。

⑯国保情報集約システムとの間で資格取得喪
失関係情報の提供・取得を行う。

①各種住民情報を統合ＤＢ経由より取得す
る。

③住民等の申請・届出(電子申請含む）により
資格関係情報、またマイナ保険証に係る利用
登録解除の申請情報を取得する。

⑩③で入手した情報をもとに資格確認書等及
び高齢受給者証作成データを出力し、封入封
緘事業者へ提供する。

⑫封入封緘事業者は資格確認書等・高齢受
給者証を作成し、住民等に発送する。

⑯国保情報集約システムとの間で資格取得喪
失関係情報の提供・取得を行う。また、国保情
報集約システムを経由して医療保険者向け中
間サーバーとの間でマイナ保険証に係る保険
証利用登録情報について提供・取得を行う。

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先23-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の109の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の145の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先21-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の15の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の19の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先22-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の78の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の111の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先19-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の9の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の13の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先20-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の12の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の16の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先17-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の106の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の141の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先18-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の120の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の158の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先15-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の93の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の131の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先16-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の97の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の137の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先13-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の80の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の115の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先14-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の87の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の125の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先11-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の58の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の83の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先12-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の62の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の87の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先9-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の39の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の65の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先10-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の42の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の69の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先7-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の27の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の48の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先8-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の33の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の56の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先5-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の22の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の38の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先6-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の26の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の42の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先3-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の5の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の6の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先4-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の17の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の27の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先1-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の2の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の2の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先2-①法令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の3の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の3の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先19

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先

提供先1、4、10、14、19の削除に伴い、提供先
2を1に、3を2に、5を3に、6、7、8、9を4、5、6、7
に、11、12、13を8、9、10に、15、16、17、18を
11、12、13、14に、20、21、22を15、16、17に、
23、24、25、26、27、28を18、19、20、21、22、
23に移動する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先14

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（国保賦課ファイル、国保資
格ファイル）　6．特定個人情報
の保管・消去①保管場所

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド
事業者はISMAPのリストに登録されたクラウド
サービス事業者であり、セキュリティ管理策が
適切に実施されているほか、次を満たすものと
する。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受
けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理す
るデータセンター内のデータベースに保存さ
れ、バックアップも日本国内に設置された複数
のデータセンターのうち本番環境とは別の
データセンター内に保存される。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前 重要な変更である

令和6年12月6日

Ⅱ（国保賦課ファイル、国保資
格ファイル）　6．特定個人情報
の保管・消去③消去方法

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施される。地方公共団体の
業務データは国及びガバメントクラウドのクラ
ウド事業者にはアクセスが制御されているた
め特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換する際
にデータの復元がなされないよう、クラウド事
業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001
等にしたがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に
際しては、データ抽出及びクラウド環境への
データ投入、並びに利用しなくなった環境の破
棄等を実施する。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先11-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の17の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の２７の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先12-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の9、97、109の
項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の１３、１３７、
１４５の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先9-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の87の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の125の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先10-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の16の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の161の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先6-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の3の項、同条第3
項による番号法別表第二の93の項

条例第4条第2項による条例別表第二の3の項
及び条例第4条第3項による番号利用法第19
条第８号に基づく主務省令第２条の表の１３１
の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先8-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の26の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の４２の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先2-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の4の項、同条第3
項による番号法別表第二の62の項

条例第4条第2項による条例別表第二の4の項
及び条例第4条第3項による番号利用法第19
条第８号に基づく主務省令第２条の表の８７の
項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先4-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の1の項、同条第3
項による番号法別表第二の27の項

条例第4条第2項による条例別表第二の1の項
及び条例第4条第3項による番号利用法第19
条第８号に基づく主務省令第２条の表の４８の
項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先1-①法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の12、15、109の
項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の１３、１６、１
９、１４５の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）移転
先1-②移転先における用途

児童福祉法による肢体不自由児通所医療費
の支給に関する事務、児童福祉法による障害
児入所医療費の支給に関する事務、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小
児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務、
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費
の支給に関する事務、児童福祉法による障害

事後
その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先27-①法令上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の166の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先28-①法令上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の173の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先25-①法令上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の164の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先26-①法令上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の165の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（資格・賦課情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）提供
先24-①法令上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の161の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先16－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の97の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の137の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先17－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の106の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の141の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先14－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の87の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の125の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先15－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の93の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の131の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先12－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の62の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の87の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先13－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の80の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の115の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先10－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の42の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の69の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先11－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の58の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の83の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先8－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の33の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の56の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先9－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の39の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の65の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先6－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の26の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の42の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先7－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の27の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の48の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先4－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の17の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の27の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先5－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の22の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の38の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先2－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の3の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の3の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先3－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の5の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の6の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先

提供先1、4、10、18の削除に伴い、提供先2を
1に、3を2に、5を3に、6、7、8、9を4、5、6、7
に、11、12、13、14、15、16、17を8、9、10、11、
12、13、14に、19、20、21、22、23、24、25、
26、27を15、16、17、18、19、20、21、22、23に
移動する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先1－①法令
上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の2の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の2の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先10

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先18

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先1

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先4

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）４．特定個人
情報の取扱いの委託　委託事
項1-①委託内容

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムの改修作業

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ
適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシス
テム構築・データ移行作業

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）４．特定個人
情報の取扱いの委託　委託事
項5-①委託内容

オンライン資格確認業務のため、医療保険者
等向け中間サーバー等において、個人番号を
利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者
枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号と
の紐付管理などを行う。

オンライン資格確認業務のため、医療保険者
等向け中間サーバー等において、個人番号を
利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者
枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号と
の紐付管理及び個人番号の紐づけが正しい
か否かを検査するためのJ-LIS照会などを行
う。

事後
その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い

108



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先22－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の78の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の111の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先20－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の12の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の16の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先21－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の15の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の19の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先18－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の120の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の158の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先19－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の9の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の13の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

重要な変更である令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）　6．特定個
人情報の保管・消去①保管場
所

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド
事業者はISMAPのリストに登録されたクラウド
サービス事業者であり、セキュリティ管理策が
適切に実施されているほか、次を満たすものと
する。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受
けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理す
るデータセンター内のデータベースに保存さ
れ、バックアップも日本国内に設置された複数
のデータセンターのうち本番環境とは別の
データセンター内に保存される。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先8-①法令
上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の97、109の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の１３７、１４５
の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先7-①法令
上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の17の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の２７の項

事後

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先5-①法令
上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の16の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の161の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先4-①法令
上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の87の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の125の項

事後

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先3-①法令
上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の26の項

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の４２の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第3項による番号法別表第二の12、15、109の
項

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先27-①法令
上の根拠

追加

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先28-①法令
上の根拠

追加

その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先25-①法令
上の根拠

追加
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の173の項

事後

番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の166の項

事後

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先26-①法令
上の根拠

追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の165の項

事後

条例第4条第3項による番号利用法第19条第８
号に基づく主務省令第２条の表の１３、１６、１
９、１４５の項

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日 追加
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の161の項

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先23－①法
令上の根拠

番号法第19条第8号 別表第二の109の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の145の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

事後

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）提供先24-①法令
上の根拠

事後

番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表の164の項

事後

令和6年12月6日

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先1-②移転
先における用途

児童福祉法による肢体不自由児通所医療費
の支給に関する事務、児童福祉法による障害
児入所医療費の支給に関する事務、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（平成17年法律第123号）による自
立支援給付の支給に関する事務

児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小
児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務、
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費
の支給に関する事務、児童福祉法による障害
児入所医療費の支給に関する事務、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（平成17年法律第123号）による自
立支援給付の支給に関する事務

事後

Ⅱ（給付ファイル）５．特定個人
情報の提供・移転（委託に伴う
ものを除く。）移転先1-①法令
上の根拠
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先16

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）移転先1-①
法令上の根拠

江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条
第2項による条例別表第二の1の項、同条第3
項による番号法別表第二の27の項

条例第4条第2項による条例別表第二の1の項
及び条例第4条第3項による番号利用法第19
条第８号に基づく主務省令第２条の表の４８の
項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先14

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先15

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先12

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先13

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先10

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先11

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先8

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先9

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先6

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先7

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先4

削除 事後

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先5

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先3

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先2

削除 事後

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）５．特
定個人情報の提供・移転（委託
に伴うものを除く。）提供先1

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付
けられない

令和6年12月6日

Ⅱ（国保収滞納ファイル）４．特
定個人情報の取扱いの委託
委託事項1-①委託内容

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムの改修作業

・国保システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う国保システムのパッケージ
適用作業
・作業指示に基づくガバメントクラウドへのシス
テム構築・データ移行作業

事後

令和6年12月6日

Ⅱ（給付ファイル）　6．特定個
人情報の保管・消去③消去方
法

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施される。地方公共団体の
業務データは国及びガバメントクラウドのクラ
ウド事業者にはアクセスが制御されているた
め特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換する際
にデータの復元がなされないよう、クラウド事
業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001
等にしたがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に
際しては、データ抽出及びクラウド環境への
データ投入、並びに利用しなくなった環境の破
棄等を実施する。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付

令和6年12月6日
Ⅲ　7．特定個人情報の保管・
消去リスク1⑤物理的対策

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報シス
テムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登
録されたクラウドサービスから調達することとし
ており、システムのサーバー等は、クラウド事
業者が保有・管理する環境に構築し、その環
境には認可された者だけがアクセスできるよう
適切な入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関して
は、外部に持出できないこととしている。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前 重要な変更である

令和6年12月6日

Ⅱ（収納ファイル）　6．特定個
人情報の保管・消去①保管場
所

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータに
アクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報システムのガバメントクラウドの利用に
関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタ
ル庁。以下「利用基準」という。）に規定する
「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラ
ウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガ
バメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下
同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマ
ネージドサービスにより、ネットワークアクティ
ビティ、データアクセスパターン、アカウント動
作等について継続的にモニタリングを行うとと
もに、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し、脅威検出や
DDos対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対
し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファ
イルの更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメン
トクラウド運用管理補助者は、導入しているOS
及びミドルウエアについて、必要に応じてセ
キュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は、インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者の運用保守地点からガバメン
トクラウドへの接続については、閉域ネット
ワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国
及びクラウド事業者がアクセスできないよう制
御を講じる。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前 重要な変更である

令和6年12月6日

Ⅲ　7．特定個人情報の保管・
消去リスク1⑨過去３年以内

に、評価実施機関において、個
人情報に関する重大事故が発

発生あり 発生なし 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付

けられない

令和6年12月6日
Ⅱ（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目(2)国保資格ファイ

保険証利用登録情報を追加 事後

令和6年12月6日
Ⅲ　7．特定個人情報の保管・
消去リスク1⑥技術的対策

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド
事業者はISMAPのリストに登録されたクラウド
サービス事業者であり、セキュリティ管理策が
適切に実施されているほか、次を満たすものと
する。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受
けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理す
るデータセンター内のデータベースに保存さ
れ、バックアップも日本国内に設置された複数
のデータセンターのうち本番環境とは別の
データセンター内に保存される。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前 重要な変更である

令和6年12月6日

Ⅱ（収納ファイル）　6．特定個
人情報の保管・消去③消去方
法

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施される。地方公共団体の
業務データは国及びガバメントクラウドのクラ
ウド事業者にはアクセスが制御されているた
め特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換する際
にデータの復元がなされないよう、クラウド事
業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001
等にしたがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に
際しては、データ抽出及びクラウド環境への
データ投入、並びに利用しなくなった環境の破
棄等を実施する。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前
事後で足りるが任意に事前
に提出
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年12月6日
Ⅵ　１．基礎項目評価 ①実施
日

令和６年３月２９日 令和6年11月22日 事後
その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い

令和6年12月6日
Ⅵ　２．国民・住民等からの意
見の聴取 ②実施日・期間

令和６年１月１５日から令和６年２月１４日まで
の３１日間

令和６年９月１５日から令和６年１０月１５日ま
での３１日間

事後
その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い

令和6年12月6日 Ⅳ　3．その他リスク対策

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱い
については、当該業務データを保有する地方
公共団体及びその業務データの取扱いについ
て委託を受けるASP又はガバメントクラウド運
用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーション
の運用等に障害が発生する場合等の対応に
ついては、原則としてガバメントクラウドに起因
する事象の場合は、国はクラウド事業者と契
約する立場から、その契約を履行させることで
対応する。また、ガバメントクラウドに起因しな
い事象の場合は、地方公共団体に業務アプリ
ケーションサービスを提供するASP又はガバメ
ントクラウド運用管理補助者が対応するものと
する。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場
合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者
で協議を行う。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事前 重要な変更である

令和6年12月6日

Ⅲ　7．特定個人情報の保管・
消去リスク3-消去手順-手順の

内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業
者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等
に準拠したプロセスにしたがって確実にデータ
を消去する。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事後 重要な変更である

令和6年12月6日 Ⅳ　1．②監査－具体的な内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録
されたクラウドサービスから調達することとして
おり、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業
者は定期的にISMAP監査機関リストに登録さ
れた監査機関による監査を行うこととしてい
る。

～上記追加。上記以外の記載に変更なし

事後 重要な変更である

令和6年12月6日 Ⅵ　３．第三者点検 ①実施日 令和6年3月14日 令和6年11月14日 事後
その他項目の変更であり、事
前の提出が求められていな
い
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